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午前 9時 32 分 再開 

 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 皆さんおはようございます。 

 定足数に達しておりますので、委員会は成立いたします。 

 11 月 7日に引き続いて委員会を再開します。 

 再開に当たりましてご報告をいたします。教育長は前もって会議の予定が入っていた

ため決算委員会の日程が動いたためどうしても出席できないということです。それと、

給食センター所長は身内の方のご不幸のために欠席になっています。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 災害復旧費から最後の予備費までの決算書199 ページから 206ページまで、行政実績

報告書では60ページから 61ページを審議します。 

関係課の行政実績の概要説明を求めます。 

 

 《 災害復旧費・公債費・予備費の説明 》 

 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 説明が終わりましたので質疑に入ります。 

 質疑の方、ありませんか。 

○岩島委員 

 実績報告書の 60ページの災害の件ですけれども、農地と施設の補助率とそれから個人

負担率を教えてください。 

○土地改良課長（永渕孝幸君） 

 まず、農地、施設ですけれども、この台風災害が激甚災害となって、それから、梅雨

前線豪雨の分がその他の災害となっております。しかし、うちの方では、災害が同じよ

うな形態で台風災害にそれが匹敵するのかというのを現地で把握できませんので地元負

担金として考慮するような形をとっております。16年度はですね。それを考慮したとこ

ろで申し上げます。 

 農地が受益者負担分が 3.56％、国、県補助金が 88.43％、町負担が 8.01％となります。

施設の分が、道路が 1カ所あって、水路が 1カ所あっております。これは地元負担は水

路のみです。地元負担が 0.36％、町の分が 5.05％、国、県が 94.59％です。 

以上です。 

○岩島委員 

 財政課長にお尋ねですが、公債費が一番高いのはいつですか。今の段階で県下。 

○財政課長（大串君義君） 
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 中期財政計画で算定をいたしております数値では、平成20年度に 599,000 千円が一番

ピークとなります。 

○木下委員 

審査意見書の21ページ。15年度は公債費が 10％を超えないのが望ましいということ

で計算されていますが、16年度の場合は 15％を超さないことが望ましいという事に変わ

っていますがこれについての説明をお願いします。 

○財政課長（大串君義君） 

 私のほうでこの審査意見書は作っておりませんのでわかりませんが、私どもは、ずっ

と 15％を超えないことが望ましいという事で以前からも私どもは把握していたという

ことです。 

○監査委員（土井康彦君） 

 15 年度以前の公債費率の％が10％になっていたんですが、県からの指導等の書類を見

ると、15％ということで。以前から 10％というやり方できとったわけですよ。いつ改正

されたかという点については調べておりませんけれども、正式には国、県あたりの財政

的な感覚で 15％というような表示をされているのが正確な数字です。 

○恵崎委員 

 決まりとか法的でなく一つの目安としてあると思うんですよ、今どこでん厳しくなっ

たけんが、そういうふうに緩和というぎおかしかですが、してくれたのではないですか。 

○監査委員（土井康彦君） 

 一つの目安として財政当局が示しているという数字です。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 質疑がないので質疑を終了します。 

 入れ替えのため暫時休憩いたします。 

 

午前 9時 44 分 休憩 

午前 9時 57 分 再開 

 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 定足数に達しておりますので、委員会は成立いたします。 

 休憩を閉じ、委員会を再開します。 

 これで歳出の審査は終わりましたので、ただいまから歳入と財産の調査に関する審査

に入ります。 

 決算書 15ページから 64ページまで及び 311 ページから 322ページまで、行政実績報

告書では 18ページから 30ページまでを審議します。 

 関係課の行政実績の概要説明を求めます。 

 3



 

 《 一般会計歳入についての説明 》 

 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方、ありませんか。 

○恵崎委員 

27ページの19の諸収入のところの数字の件ですが、収入済額が105,821千円ですか、

審査意見書の 4ページの数字が諸収入には 102,544 千円となっていますがこの数字のい

くらかの違いは、327 千円くらいですか、この違いはどうなっていますか。行政実績報

告書の25ページの財産収入の12,791千円と同じく4ページの25,167千円とそれも数字

が違っています。それと 21ページの使用料の収入済額 53,238 千円、それが普通会計て

なっとっけんですけど、他のとは普通会計が多かとですけども、この諸収入だけは一般

会計のこの27ページの数字が多かとですけど、普通会計と一般会計という分にはわかり

ますが、諸収入だけは27ページのところが多くなっているんですが、その辺教えてくだ

さい。項目は 4つです。使用料と手数料、財産収入、諸収入。 

○財政課長（大串君義君） 

 行政実績報告書と決算書との数値については整合性ということで、審査意見書の数値

がどういう数値が上がっているのかというのがですね。 

○恵崎委員 

のっとらんですか。諸収入以外は4ページのほうが多いのですが、大きな項目では一

般会計としてありますが、この表そのものは普通会計としてありますから、こっちのほ

うが山林か何か多いのかなと私は考えたとですけど、諸収入に関しては審査意見書より

報告書は純然たる一般会計でしょ、そっちのほうが多かとですよ。私たちが見ていて普

通会計と一般会計とは違うという事はわかるが、他の2つは普通会計が多くて、諸収入

は一般会計のほうが多いというので益々わからんごとなっているわけ。 

○財政課長（大串君義君） 

 一般会計の分がそのままズバリで科目から出しているという事で、実際普通会計とな

りますと山林特別会計と老人保健等の一部を加えまして科目について、諸収入から決算

統計上は諸収入じゃなくて他の科目に入れたりいろいろ操作をしています。例えば、過

年度収入という事で一辺に諸収入に入れていますが、県支出金とか国庫支出金とかあり

ますが、そういうのを国庫のほうに加えたり県のほうに加えたりして相殺をしています。

そういうことで普通会計と一般会計の数字が整合しないという事でご理解をいただきた

いと思います。 

○恵崎委員 
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 一般的には私たちは普通会計が多いのかなと、諸収入に関しては一般会計のほうが多

かわけですよ。 

○財政課長（大串君義君） 

 ですから今言ったように一般会計と山林と老人の一部を加えたと、そして諸収入がい

くらかということを比較すれば、同じか実際は普通会計のほうが多くなりますが、決算

統計上、諸収入のほうから数字を国庫支出金とか県支出金のほうに移動させているとい

うことで数値が違っていると。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 今のは答弁が違いますよ。今は普通会計と一般会計との違いを言われていますが、審

査意見書と決算書が違うんじゃないかという質問ですよ。 

○財政課財政係長（西村正史君） 

 この決算書と審査意見書の違いについては、決算書はそのままの金額の積み上げで来

ていますが、審査意見書のこの金額については決算統計の数字を使ってあります。この

決算統計を作成する上で、諸収入の中に過年度収入という形で前の補助金の精算等が入

って来るわけですが、補助金は諸収入という項目からそれぞれの本来の補助金に振り分

けますので諸収入については減ってきます。決算統計ではですね、普通会計のほうが、

その代わり補助金の方にずっと入っていくわけです。その分の調整をしていますので実

際の積み上げと決算統計の金額と違うというところが出てきます。 

○監査委員（土井康彦君） 

 ここで皆さんにご理解をいただきたいと思います。今、西村係長が言いましたとおり

一般会計の決算統計の数字をここに使っている関係というふうな原因ですが、審査意見

書のあり方についても改めなければならない時期に来ていると思います。というのは、

普通会計として取り扱う部分については、一般会計という4ページの大項目が一般会計

という項目にありながら、普通会計を取り入れているかというような問題等も生じてお

りますので、これは純粋な決算額に合うような表にするべきだということで検討してい

ます。今言う原因は例えば諸収入だけで言うと、諸収入に加わっている過年度収入等に

ついて次年度といのは事業実績を精算をしてみて、国が出すべき金が例えば 3,000 千円

足りなかったと、15 年に交付すべきでしたが 16 年に年を遅らして出てきたのが過年度

収入という形になります。それをここに挙げてしまっているという問題もあります。 

ですから、審査意見書のあり方としてまず普通会計という取り扱いを改めて決算書に

合うような、もう一点は企業会計の消費税の含む含まないの問題もあります、そこらへ

んを検討して、あうような方向に訂正をした姿で 17年度はもっていきたいなと思ってい

まます。私も就任して2年目で、内容については県のほうにも勉強に行って決算意見書

のあり方等についても勉強しておりますけれども、一部変えた姿に聞こえるかもしれま

せん。なお、内容的なこういう問題が関わっていくので、そこら辺は改正して決算書と
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あうような数字を取り扱っていきたいと思います。 

○恵崎委員 

 要望ですけれども、だいたい半分わかったような感じですけれども、実際数字を動か

しているという事ですけれども、私たちは実際単純に良く深くわからないのでこのよう

な質問が出ますが、基本的にはこのような統計はよそと比較するために基準を一つに絞

っていかなければならないと思う。一般的には普通会計で比較すっですもんね。その辺

は県に指導もあるでしょうし、きちんとわかるようにしてください。数字的にはわずか

なんでしょうがどうなんだろうかとこんがらがります。大項目は一般会計として表では

普通会計て載っとっけんが、その辺をよろしくお願いします。 

○監査委員（土井康彦君） 

 今言われたように決算統計から持っていくやり方と、いわゆる決算書からもっていく

やり方と過去にはいろいろしてあったようですので、ですから、今後は統一したやり方

でやっていきたいと思います。（「わかりました」と呼ぶ者あり） 

○木下委員 

 行政実績報告書の 18ページの一般会計の歳入について、町税の 12,000 千円からの減

少、それに監査意見書の25ページですけど、町税に対し一昨年度の不納欠損額が3,243

千円ですか、16 年度で 3,290 千円というふうにあがっており、未収金の集計が 47,000

千円とここにあがっていますが、ますます農業、漁業と不況の中に、この税収の基本と

なる収入ですね、そしてこの未収金をいかにして今後やっていくかと、この辺も行政改

革の手始めとして厳しく検討して取り組んでいくべきではないかと思いますがその辺に

ついて内容説明をお願いします。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 一般会計の基本となる町税の減少と徴収率に対する質問だと思いますけれども、16年

度については私どももいろいろ努力をしまして、例をあげますと、16 年 12 月には県税

事務所との合同徴収をおこなっています。これはあくまでも町県民税という事で合同徴

収ですが、それにつきましては、約 12戸の 13人の滞納者 48件という事で県税事務所と

の合同徴収を12月 9日におこなっています。 

また、16 年の 12 月 20 日から 1 月 11 日にかけまして、年末年始の特別徴収というこ

とで、これにつきましては 200 千円以上の世帯という事で、役場の全員の課長と税務課

の職員による特別徴収をおこなっています。77戸で168件の臨戸徴収をおこないまして、

実際その時点で徴収できましたのは9件で約 94,800 円なんですけれども、その後のいろ

んなお話の結果、最終的には 64件の約 3,500 千円の徴収実績が 16年度は出来ました。 

また、新たに高額の滞納者に対して財産調査等も11月から 12月についておこなって

います。財産調査等については各金融機関と生命保険会社に財産調査を行っています。

実績でいいますと、16年度については差し押さえを1件おこなうなど努力を重ねている
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状況です。 

以上です。 

○町長（百武 豊君） 

 このごろは税務課も張り切っておりまして、徴収には非常に力を入れている。ただ言

っているのは人を頼んで集めているけれども、それと並行して、職員の皆さんにも徴収

に力を入れてもらいたいと、けさも書類が回ってきてたのは、昨年いわゆる契約をして

月にいくらの徴収をやるとかというのがあったんですが、1 年以上が過ぎて差し押さえ

の予告をするという書類が回って来ましたが、そのようにしてやっていかないと大変だ

なと。けさもラジオを聴いていましたら、長崎市では 44億円の滞納があると、これを差

し押さえをして競売をやると。日本全国そのようなことはどこでもやって行かなければ

ならない事であろうと思いますから、ぜひこういったことには不公平があってはいけな

いから取り組んでいくべきだと。財産があるから固定資産税がかかってくる。所得があ

るから税金がかかってくる。何もないのに金をやれというのではなく、当然のことです

からそういうことには是非とも力を入れなくてはいけないと思います。そういう状態で

す。 

ただ夕べおいでになった方にはお分かりと思いますが、職員のタバコについて非常に

厳しい批判を受けまして、本当そんな思いをしているのかなあと思った。というのは、

勤務時間なのに平気でタバコを呑んでいるとか、いうようなことを問われますと困りま

すからね。実はタバコは呑むなとは言えない｡学校あたりでは禁煙地帯にしてしますとい

うようなところが非常に多いですからね。やっぱり、住民の手本となる役場職員がそう

いうことではいけないのかなと、十分に手本を示してもらいたいと思いますからね。タ

バコは呑むなとは言わないから呑む人は税務課の徴収班をこしらえていただいて、外に

出てどんどんタバコは呑んでもらいたいと、その代わり徴収についてはどんどん力を入

れてもらいたいと、そんな方法が何かないのかなと。昨夜の事を聞いてふと考えたんで

すが、片方は全然呑まない、片方は 1時間に 15分とか 10分休んでタバコを呑むと、そ

れは外から見るとそんなことを言われてたんだろうと思ってですね。何か方策を考えな

いとやる気がないのだろうと言われるから。住民には負担を掛けて、負担をかける行政

においてはのほほんとしたような対応ではいけないから、同僚合間って取り組んでいく

べきだと思いますから。今、木下委員の町税徴収について言われましたから、感じたま

まを言いました。 

○木下委員 

 ただいま税務課長から報告を頂いたところですが、16 年度の 12 月に合同で 12 戸 13

人 48件の調査をしたと、その調査した結果の内容を教えてください。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 県との合同調査については、町県民税の滞納の対象世帯という事で12戸 13人 48 件と
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いうことで、県税事務所と合同で臨戸訪問をしたわけですけれども、結果的には1日だ

けでしたので、2 人の 7 件で 204 千円をその場で徴収が出来たということです。その日

に行ってその場で徴収ということでなかなか、町単独では払ってもらえるのが難しいと

ころが、県税事務所と一緒ということでそういう効果が上がっています。 

県内でも県税事務所との合同徴収を進めるという事で広がっていて、今年度も予定を

しています。 

○木下委員 

 不納欠損ついてですが、前年度、今年度 3,000 千円あまりの欠損措置をされています

が、これは、訪問や追跡調査あたりもされたこととは思いますが、例えば、この法人の

4 件あたりですね、実際に出向いてでも徴収のお願いなどされているのか。その辺につ

いて、不納欠損を去年もことしもされていますが、追跡調査とかの内容などどういった

ことまで調査されていますか。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 不納欠損については時効成立をした部分について不納欠損をしています。時効といい

ますと5年間ですね、差し押さえも出来るわけで、どうしても一部の納付誓約もしてい

ただけなくて 5年間の時効が過ぎた分を不納欠損ということで法的な処理をしています。

当然、時効以前については調査を致しますし、銀行等との相談をいたします。その結果、

どうしても差し押さえ等が実現できない分、納付誓約ができない分、法的に 5年間徴収

権を行使できない場合には法に基づいて不納欠損をしているということです。 

○木下委員 

 いろいろな法的な 5年間のこういった調査に基づいた欠損処理と思いますが、こうい

ったことが町税の滞納未納が給食費並びに水道料等にも大いに影響していると思います。

ある所ではやらないものは取れないだろうというような言葉さえ聞く状況です。さっき

言いましたように、太良町においても農業も漁業も今からますます先の明るさが見えな

い現状だと思います。しかし、税の公平というものを重視してやるものが馬鹿らしいと

思うようなことは絶対許してはならないと思います。所得に対する税ですからね。収入

がない人は税が掛からない、そして生活が出来ない人には救済措置がある。滞納してい

て乗用車には乗っているのに取れないだろうといっていてはいけない、そんなことをと

うてい許してはいけない。何らかの措置を講じていかないと未収の解消というのは難し

いのではないかと思います。どうですか町長。 

○町長（百武 豊君） 

 おっしゃるとおりだと思います。実は不納欠損を出す前、5 年が到来する前、もうあ

と 1年か 2年かしかないというようなそういう時期に到来するようなものから重点的に

滞納処分等々の考え方をやって欲しいと税務課長に言っていますからね。もちろん現年

度分も大事だけれども、5 年が到来しそうなものを 1 年か 2 年前に重点的にやってもら

 8



いたいと。これが一番効率的だと思いますから。そういう姿勢でこれからも税務課長に

は取り組んでいってもらいたいと思いますよ。 

○岩島委員 

 お尋ねですけれども、今、決裁期限の話も出ていますが、今まで私が若い頃差し押さ

えされてテレビやラジオに張られたという経験があるんですよ。ここ何年間太良町で差

し押さえをした経験がありますか。それを教えてください。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 先程言いましたように 16年度に 1件差し押さえをしています。 

○岩島委員 

 やはりそういう木下委員が言われるように、やらないのには取れないだろうという考

え方の人がおられれば、差し押さえができますよと、太良町でもしていますよと、何件

しましたよというようでなければ、催促するだけで差し押さえはできないからと言うふ

うになりますから。5 年間をきればだめですから 3 年目か 4 年目にどうしても交渉して

出来ない場合については差し押さえの手続を取るべきではないかと、そうすることによ

って、差し押さえされないように辛抱して払わなければという気持ちになるんじゃない

かと思います。そいけん、実際の差し押さえが効果があるのかないのか、私達の土地改

良区も一緒ですが、よそでも差し押さえはしているわけですから、太良町も16年度に 1

カ所あったということですが、そういうやつを我々は知らんわけですよ。今はじめて聞

きおるわけですよ、ほんなこて差し押さえをしたかどうかというのは。こういう税金と

かの滞納があれば差し押さえをしますよという方針を町民にもっと知らしめなければい

けないと思います。それが意識改革につながっていくわけじゃないかと。極端な言い方

をすれば滞納をしながら自分は贅沢放題している人もあるようですので、その辺の厳し

くしていかないと益々増えるばかりではないかと思います。その点の考え方を太良町全

体でこれだけじゃなくて、他の滞納もあります、この前助役からも話があったとおり、

早急にそういう会議を開きながら、どのようにしてやっていくのかとピシッと正してい

かなければならないと思います。税金の滞納がこれだけあるらしいという話だけが先行

して、自分も払わないで済まそうという事にもなってきますから、これは早急にある程

度の差し押さえをしますというくらいの厳しい計画を立てて、それを公表して差し押さ

えをしますということを打ち出さないと益々増えることになると思います。さっきも水

道の話がでましたが水道は止めればいいのですよ。しかし、税金の滞納は差し押さえす

るしかない。その点、助役どのように結論としてやっていかれますか。 

○助役（木下慶猛君） 

 前に話したとおり未収金対策委員会を作っています。税務から言いますと、訪問が第

一ですけれども、個人別にまず名寄せを作りなさいと言っています。税の項目で家族関

係とか、財産については公用で登記簿謄本を取られるわけですからそういうもんを取っ
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てからと。そうしないと財産があるかないかわかりませんから｡高齢の方なら年金がある

とか、前に話したと思うんですが、日ノ辻の人が千葉に行かれて、こちらに親がいるの

で親に相談して取った事がありますが、そのようなことで名寄せを作りなさいと。私が

受けたのは来年もまた 10,000 千円来ますが、前の助役のときに 30,000 千円決裁をして

あったわけですよね。町長から相談を受けて私も税務課が長かったものですから、とて

もこれは議会対策ではないですが、もう一辺検討してみてくれということで 3年間に分

けてやるように指示はしています。今言うように、法的にだめだといわれたものですか

ら、それならば法的ならば1年に 5件くらいは差し押さえをしなさいと、そしてまた徴

収に行った時には、これは私のやり方だったのですが、せっかく男が2人来たのだから

1,000 円だけでもくださいということで、そのような方法で私は中断をやってきていた

わけですが、その後つながらなかった場合はそこで時効になるわけです｡そのような方法

もあるし、それからもう一つ水道があったわけですが、水道料の徴収に行って｢今家賃に

やったもんね｣と、税は一番最後になってくるわけです。先程から言っているように水道

は止められますが、家賃だったら出て行きなさいといわれますが、税は何も言われない

わけですね、法だけですから、そういうことで、私たちが税務課の場合は水道の滞納者

とか、家賃の滞納者とか、それから教育関係の滞納者とか、全然わからないわけです。

ですからそれを持ち寄って徴収班を作ってしないともうだめだろうという事をこの間報

告したと思います。そういう方法で今後やって行きたいと思います。 

○町長（百武 豊君） 

 人事異動の希望課を前もって調査をすることがあるんですが、ところが税務課に行き

たいという人が多くいる。そういう人は徴収等にも大いに意欲があるのだろうと思いま

すからね。 

○吉田委員 

 不納欠損を出してあるんですが、今の説明の中では 5カ年以上の時効になったものだ

という説明がありましたが、時効中断をとるための手立てとしてどういうことを今して

きているのか、どれだけの効果を見てきたのかということはどうですか。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 徴収権の行使については先程からお話をしていますように5年間行使が出来ない場合

は時効になるわけですが、委員ご指摘の時効中断の方法については、まず一つは督促状

の発送、督促状の発送については、発送してからその日から11日間しか時効の中断があ

りません。それと競売等にかかった場合、交付要求を太良町にはこれだけ債権がありま

すよと交付要求をした場合には時効中断となります。それはいくらかありますが、もう

一つ私どもが今力を入れているのが徴収の猶予ということで具体的に言いますと、納付

誓約を例えば、とても納めてもらえない分については少しでも 1年間にこれだけを分割

して納めてくださいという事で、やはり徴収の猶予とことで、われわれは納付誓約とい
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っていますが、そのような納付誓約を極力進めています。今現在で61件の納付誓約をし

て時効を中断しています。それで、中にはそういう納付誓約をして時効中断をしてなか

なかそのとおり約束を果たしてもらえない部分もありますが、納付誓約をさせることに

よって5年間の時効を中断をさせるということをしています。後は差し押さえをして中

断させることをしています。 

○吉田委員 

 先程町長の話の中で、時効が近くなったものから重点的にやりなさいという事ですが、

そこら辺の今の61戸というのは大体どれくらいにあたりますか。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 全体では納付の滞納者は 400人近くありますが、時効間近の件については。 

○吉田委員 

 その 400の中にはもう時効になっている人もいるんでしょ。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 そうです、時効になって不納欠損でまだ落としきれない部分があります。だから、時

効間近については極力納付誓約をとるということにしていますのでちょっとまだはじい

てませんけれども。 

○吉田委員 

 徴収員というのを作られましたがその効果はどれくらいありますか。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 収納嘱託員という事で、収納嘱託員を平成 15 年度から取り入れています。15 年度に

ついては 3カ月間、16年度については約半年間の採用をしています。17年度については

1年間ということでやっています。 

16 年度については実績で言いますと 10 月から 3 月までの半年間で過年度分について

は 486,250 円、現年度分については 7,927,650 円、計の 8,413,900 円が収納嘱託員の収

納実績です。それで、どうしても現場では収納については行ってすぐ取れるかというと

なかなか滞納者についてはそれなりの理由があるということで、日々なるべく回数を重

ねて滞納者と面談をしていろいろな人間関係を作りながらやらないとなかなか難しいと

いうことでやってもらっています。もう既に17年度、今年度は 4月から 10月までの約

7 カ月間で既にトータルで 7,200 千円程度の徴収実績を上げています。特に過年度につ

いては約1,800 千円の実績を挙げていただいてもらっています。非常に私共も日々に業

務をやってるわけですが、その中で2日に 1回ぐらい顔を合わせてそういうことをやっ

てもらっているということで非常に実績が上がっています。私共はこの制度はいい制度

だなと考えています。 

○吉田委員 

 16年度が過年度分が480千円、今年度はもう相当過年度分が取れているということで、
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現年度分についてはあまりそういうことがなくても最終的には大半が取れていると思う

んですよ。最初帳面に載っただけではなくて。過年度分がそれだけ17年度取れてきてい

るというのは、効果があったのかなという気もしますけれども。 

今、不納欠損というのが 5年の時効によってしていると、その他のこともあると思う

んですけれども、不納欠損するのにもう5年の時効だからしますよというふうに簡単に

出来るものなのかという疑問があります。例えば、水道と給食という話が出ましたが、

水道でも給食でも水を供給するあるいは食事を供給するというのが仕事ですね。しかし、

税金関係についてはちゃんとした町の収入にするのが仕事だと思うんですよ。ちょっと

そこら辺が他のところとは違うのかなという気もします。ただ、課税をちゃんとこうし

てくださいよというだけが仕事であるならば、単なる事務員ですものね。そこら辺まで

ちゃんとしなければならない。そこを時効になるような状況を作っているというのはあ

る意味じゃ 100％の仕事が出来たのかなという気はするわけですよ。こういうふうに不

納欠損を出すときに、単に銀行でも何でもそういうことはありますけれど、これはもう

不納欠損ですよとやっていいのか。それとも、それだけの担当、それだけの執行関係は、

もう少し、そのもの自身も痛みを受けなくてはいけないのではないかという気がするん

ですけれども、そこら辺は町長どう思いますか。（「なんですか」と呼ぶ者あり）はっき

り言えば、責任は誰が取るのかということです。 

○町長（百武 豊君） 

 不納欠損は前言ったように、小山助役時代に 30,000 千円不納欠損にすると、馬鹿な事

を言うなと、今まで努力をしないで不納欠損を突然持ってきたので押さなかったことが

あるんですよ。最終的に話し合った結果、じゃあさっき助役が言ったように今後の努力

をすることをかって、3 年に分けてやれと、今までが怠慢だったんだということを言い

ましてね、取り組みは今後さっき言ってもらったようにやってもらおうと思っています

からね。不納欠損になる前にぜひ基点を置くのが原則だと思います。 

○吉田委員 

 5 年経てば時効だという定義はわかりますが、そうじゃなくても当然取れない、特に

私も 3人ぐらい変なところから借りて、それこそ毎晩毎晩来られたりして大変なところ

を見てます、相談も受けてます。そういうところは当然納めきれないという事態もある

と思いますから中身はよくわかるんですが、しかし、先程町長が怠慢だったという言い

方をされましたが、そこら辺はやはりちゃんと見て、ですからここでも5カ年間だとい

う言いかじゃなくて、もう少し丁寧に不納欠損するときは説明をするべきじゃないかと

思いますけれども。 

○町長（百武 豊君） 

 不納欠損を出すという事は納めている住民に対して申し訳ないんですよ。不納欠損さ

せるということは納めた人に対して申し訳ないんですよ、だから平等になるように本当
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は早く対処しなくてはならない。 

○田口委員 

 同じ質問ですが、今回の 16年度の不納欠損額とここにあがっている金額3,197 千円で

すが、これのほとんどに近いものは固定資産税ですか。そこで、今までの努力のあとと

いうのは聞きましたが、その固定資産税の不納欠損に至るまでの努力のあとというもの

をもう少し具体的に中身の報告をしてください。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 先程から私が言っている不納欠損ですが、法的な部分の5年間ということで法に従っ

て事務的に処理をしているものもあります。しかし、不納欠損するについても先程話し

ましたが時効の中断措置がが取れなかった部分、取れた部分は不納欠損できないわけで

すから、取れなかった部分について不納欠損しているわけです。それで、実際に不納欠

損をどういうことをやったかという質問だと思いますが、個々の中身についてはそれぞ

れ一人一人の理由があります。臨戸徴収もやりますし、催促書も再三出します。しかし、

その中でどうしても納付誓約の中断を出来なかったという部分で不能欠損になってしま

うと、それともう一つ、差し押さえが出来なかったと。差し押さえの件については、私

共も今現在、実際未収金でどうしても納めてもらえない方々の分類分けをしています。

全く無財産の方、あるいは生活が困窮されている方、実際行方不明の方、あるいは事業

等に失敗されて倒産されてどうしようもない方、いろいろな分類によって先程言いまし

たように16年度については、財産の調査を金融機関と生命保険会社にやっています。そ

ういうことを総合的に勘案してやって、なかなか差し押さえができない現実があります。 

それで、今考えておりますのが、先ほど助役からあったように、それでそういうこと

を総合的に一人一人の名寄せを作って分類作業を今進めています。今の段階でＡＢＣＤ

Ｅというランク分けをしています。ランク分けについてはどうしても差し押さえを考え

なくてはならないんじゃないかというのを20件ほど考えております。逆に、納付誓約が

あるけれども、なかなか守っていただけない部分がこれも40人ぐらいおられます。それ

でちゃんと納付誓約をして守っていただいている方も60人程度います。それと、あと病

気等でどうしても出来ないとい方も 10人程度いまして、実際、全く税金を納める能力が

ないんじゃないかという方も 10人位います。そういう分類と調査を現在おこなっていま

すし、そういう形で差し押さえが出来るのか出来ないのかを融合して総合的に判断をし

ていきたいと税務課としては考えています。 

○木下委員 

 今、町民税の口座振込み、それから、固定資産税の口座振込み、国保の口座振込みの

内容がわかりましたら教えてください。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 口座振込みの割合でしょうか。 
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○木下委員 

 現在の振込みの件数、人数。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 納税者に対してどれだけが口座振込みかということですか。 

○木下委員 

 そうです。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 ちょっと今資料が手元にございませんので。 

○木下委員 

 そして、口座振込みに対しての滞納者が多いか、その辺を私なりの考え方でお尋ねし

ているところです。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 口座振込みにつきましては、極力普通徴収するより口座振込みのほうか当然徴収率も

良いということで、皆さんにお願いをして毎月どんどん増えています。増えております

けれども、中にはですよ口座振替をしたばっかりに口座から落ちない分は現実にありま

す。具体的な数字はまだ持ち合わせておりませんので後でお答えします。 

○岩島委員 

 さっき徴収員の話が出ましたが、7,000 千円徴収できたと言う話は聞きましたが、そ

の人にかかる経費はいくらかかりますか。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 1 カ月にだいたい 10 日以上の勤務をした場合に基本額が 60 千円。（「いやいやそがん

たよか、金額ば」と呼ぶ声あり）トータルですか。（「わからんやったら 16年度でもよか

よ」「いや基本もいうて参考のために」と呼ぶ声あり）歳出のほうで 16 年度で 706,281

円です。勤務条件がですね 1月に 10日以上勤務した場合が基本額で 60千円。そして、

過年度の徴収をされた場合が徴収額の6％。現年度分を徴収した場合が現年度分の4％、

ということで算出をして16年度については報酬が 706,281 円ということです。 

○岩島委員 

 そうすると、過年度分の収入は 40 何万てやったろ。（「16 年度ですか、はい」と呼ぶ

声あり）それに700 千円払っているわけよね、現年度もあるけんが。（「減年度は約 8,000

千円」と呼ぶ声あり）8,000 千円やっぎ約 1割やんもんね、1割もかかるのならば、現年

度についてはもっと他に何か良い方法がないんですかね。特に、過年度分の徴収を重点

にしてもらうという方針でいけませんか。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 税の徴収については、現年度分と過年部度分の区分けの考え方があるわけですが、現

年度部分がですね、決算を3月、5月に済みましたらそれは過年度になるわけですよね。

だから、税の徴収率をなるべく上げるためには、現年度分の徴収率を絶対これ以上落と
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さないという努力が非常に大切であって、その現年度分の積み重ねが次の年の過年度に

加わってくるもんですから、過年度分重点という考え方もありますが、現年度分をとに

かく取ってくれと、現年度分は絶対残らないように取ってくれと、委員ご承知のとおり、

なかなか社会情勢は厳しくて、段々徴収率が下がっていくという現実の問題があります

ので現年度をできるだけとってくれと。だいたい、3 月末に納めてもらうのが大半なん

ですけど、やっぱり回ってもらっている滞納者を見ますと、毎年同じ方が現年度も過年

度もあるという方がたくさんいらっしゃいます。だから、過年度については例えば、14

年度も 15年度もあっても、16年度、17年度は絶対、今の年度の積み増しはないように

その方は過去の分だけで、新しく積み増しはしてもらわないように現年度にも十分も力

を入れているということで効果はあったんじゃないかと思います。 

○吉田委員 

 現年度分について徴収員がいたときといなかったときの差額というのはどれだけあり

ますか。あまり変わらないのではないかという気がしますが。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 16 年度でどれだけの差額かということですが、毎年毎年税額も変わりますから、そこ

で行ったから効果があったとはなかったとかは一概には言えないと思います。その分が

差額がいくらかということは説明がしにくいと思います。 

○吉田委員 

 それは色んなケースがありますから、数字をぱっと出す事は難しいでしょうけど、ど

の資料を見ても現年度分、しかも1年前ぐらいまでの分は今までの徴収の形で結構入っ

ているんですよね、そして少しだけ残っていくという形ですよね。だから徴収員がいて

そこが徹底して良くなったという数字があるのかどうかということです。 

○税務課長（桑原達彦君） 

 現年度分についても残念な事なんですが、実際若干ずつ徴収率が下がる傾向にありま

す。だから、それをなるべく食い止める事によって過年度分についても増やさないと。

徴収し損ねたら過年度になりますから、増やさないという事で効果があるということで

進めていきたいと思います。 

○議長（坂口久信君） 

 この問題は何年て前から、議員になった当時からずっと言うてきてですよ、少しずつ

意識改革ができ、ここに至って世の中厳しくなってやっとこうなった言う状況ですね。

もう少し早くから対応しておけば、町民もこんなに苦しまないで良い状況を自ら作って

きたわけですね。現課長になってから今聞いていると、非常に前向きに進んできたとい

う状況になって、まあ良い状況になってきたかなと。しかし、その負担で町民も裁判沙

汰になったりとか、差し押さえになったりとかして非常に苦しむような状況ですよね。

その中で、今からだいぶ良くなってきているので、今後滞納者が年間いくら出たという
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ことを皆さんも町民の税金から給料をもらっているんだから、その滞納分の負担を自分

たちでしようという意識があるのかないのか。そこまで踏み込んで、自分たちでことし

は滞納が3,000 千円あったからその何％くらいを課長達でしようかとか、全部で責任を

負ってすると、そこまで踏み込まないと意識改革は出来ないと思いますがそこら辺の考

え方はどうですか。 

○助役（木下慶猛君） 

 その時その時の情勢で、例えば所得があるから町民税がかかるんだ、財産があるから

固定資産がかかるんだといわれるけれども、財産についてもそれから金をとる財産だっ

たらいいわけですけれども、所得税と違って町民税、住民税、県民税もですけれども、

これが明くる年課税なもんですから。特に私が経験したのは、昭和62年タイラギか良か

ったのですが昭和63年にボーンと悪かったわけですよ。ですから、良かったときには造

作などして、いざ6月から税金が掛けたときには金はもうないと。それで 63年は取れな

かったと。そのときにボーンと滞納が増えたわけですが、そのとき杉崎町長が税務課長

のとき、私が係長で行ったわけですが、そういう課税そのものについても所得税のよう

にそのときにかかるといいのですが、明くる年課税というのは私たちもだいぶ苦労しま

した。 

今後は、繰り返しになりますが、税務課の分は税務課、水道は水道課、まあ家賃は建

設課とか、教育関係もありますがこういうものを持ち寄って専門的にやらないとだめで

はないだろうかという事です。税務課長も言いましたけれども、県の場合は県民税です

から県税事務所もついて来ますが、私たちも呼んだんですよ。県からと言わずに武雄か

らということで。武雄ということは、誰でも税務署だということが頭にあるわけですよ

ね。武雄から来ているのでせっかくだからということで。やっぱり何回も足を運ばない

ことには取れない状態ですから、ここら辺で徴収体制を整えないと今後は不納欠損する

わけにもいかないので徴収に力を入れたいということで。ですから、やむをえないもの

は仕方がありませんが、それからここの数字があるわけですが、法人関係があるわけで

すよ。例えば、皆さんご存知だと思いますが、あちこちジュースなんか置いてあります

がジュースなんか置いていて倒産となれば滞納になるわけですよ。会社が倒産の分もい

くらかあると思います。法人の滞納も 20,000 千円超えているわけですからね。法人には

相続人がいないもんですからちょっと困るわけですが。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 質疑の途中ではありますが、会の進行上質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 各議案の討論・採決につきましては、特別会計の審査が終了いたしましてから一括討

論採決したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、討論採決は特別会計の審査終了後、一括討論採決することに決定しました。 

入れ替えのため暫時休憩します。 

 

午前 11時 08 分 休憩 

午前 11時 23 分 再開 

 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 定足数に達しておりますので、委員会は成立いたします。 

 休憩を閉じ、委員会を再開します。ただいまから特別会計の審査に入ります。 

お諮りします。 

 議案第62号から議案第66号までの５つの特別会計を一括して審議したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、 

 議案第 62号 平成 16年度太良町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 63号 平成 16年度太良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 64号 平成 16年度太良町山林特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 65号 平成 16年度太良町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 66号 平成 16年度太良町漁業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について 

 以上特別会計の一括審議に入ります。 

関係課の行政実績の概要説明を求めます。 

 

 《 老人保健特別会計の説明 》 

 《 国民健康保険特別会計の説明 》 

 《 山林特別会計の説明 》 

 《 簡易水道特別会計の説明 》 

 《 漁業集落排水特別会計の説明 》 

 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方は、特別会計名とページ数を言ってから質疑をお願いします。 

 質疑の方、ありませんか。 
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○竹下委員 

 国保ですが、行政実績報告書の 69ページ。歳入の文章の下の滞納繰越分は短期被保険

者証をというのが出てきていますが、これはどのようなことですか。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 短期被保険者証というのは国保税の滞納があった場合、新年度の毎年4月に保険証の

更新をするのですが、その更新の際に滞納者については全額負担、一部滞納いろいろあ

りますが、そのうちで滞納ですから当然入金が出来ていないのですが、その分について

入金をしたら 1 月分の保険証を発行しますよと、それから 2 月分発行しますよと。1 月

分が一番多いわけですが、16年度実績で言えば 1月の交付数は、現在で 100 件ほどあり

まして、そのうち1月交付が 53件、3カ月交付が 42件と、4カ月以上が 5件という状況

です。 

以上です。 

○竹下委員 

 そしたら国保は極端に言ったら、納めとらんでも病気をした時だけ掛くっぎよかとい

う事ですかね。よかというぎおかしか言い方ですけど、国保の最短負担だけで病院に行

けるということになっとですかね。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 先程言いましたように家庭の状況もいろいろあるわけです。その中で滞納があった場

合は、その人の収入に見合った、全く収入に見込みが皆無の場合は、当然病気して病院

にかかるわけですけれどもその代わり医者には掛かるなとは人道上言われないわけです。

それでできるだけ納めてくださいよと。滞納の事で税務課から答弁があったように、滞

納の主なものは国保と固定資産税なんですよ。その中では国保税については当然収入が

あるわけですから掛けるわけですけれども、軽減世帯という世帯が太良町には 2,450 世

帯の中で約 1,300 世帯ほどあるわけです。軽減世帯のほうは所得がありながら他の給食

費、水道代といろいろ回っていけば国保は金額が大きいわけです、最高限度が530 千円

ですからね。本来は保険証の発行をしないと10割負担しなければならないんですよね。

10 割負担となると風邪をひいた場合でも 10 千円そこそこは行けば払わないといけない

と。しかし、保険証を発行すれば 1,000 円から 1,500 円程度で済というようなことから

短期保険証を発行しながら保険料を納めてくださいよという制度上ですね、平成 12年の

2月から法令では 12年の 4月からとなっているわけですが、うちのほうは平成 13年 12

月からの要項の改正はやっているわけですよ。取り掛かりが若干遅かったんですが、15、

16 それぞれ短期保険証の交付しながら滞納者の納税に努めたわけですが、平成 16 年度

1,673,600 円ほどの納税の努力をしたと、平成14年当時、35件ぐらいの短期保険証の発

行があったわけですが、その時点で私が税務課に来たときに短期保険証の条例上、要件

が出来ているのでその分を行使してくださいよという事で、平成15年度は交付が 57件
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で、納税に寄与したのが 1,736,200 円でこれはやはり効果があっているわけです。短期

保険証を発行する事によってですね。そういうことで鋭意そこらへんは努力していると

ころです。 

 以上です。 

○竹下委員 

 それはですね、病院には行くな、給食費を払っていないので食べさせないというのと

同じ事ですし、効果があっているならば良いですが、一つ間違えばそのとき掛けておけ

ばよかかという単純に解釈すっぎ思うもんですから質問しました。それなら、一番最後

の最善の努力をしたじゃなくしていますということでおさめてもらいたいと思います。

効果があるというのであればよかです。やっぱり今の厳しい世の中で払っていなくてそ

の時だけ 1カ月なり 2カ月なり払えば良かというような感覚になってしまえば、効果で

はなくて優遇になってしますので、その辺を気をつけてこのような事をしたならばおか

げで10割じゃなく3割でよかったからというような思いをして徴収に努力をしてもらい

たいと思います。 

○木下委員 

 実績報告書の65ページの一人当たりの医療費が650千円という事であがっております

が、太良町は非常に健康診断とかで推進をされてこういった保険対象者が低いと思うわ

けですが、県下でも下から 1番目に低いのではないかと思います。新聞では塩田町あた

りは900千円、有明町も一番少ないように書いてあって680千円とか書いてありましが、

これは 75歳以上に引き上げられましたよね、70歳から。そして、その比率は75歳から

一割負担になるんですかね。変わっているから。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 基本的には 70歳以上が 1割ですよね。それでそれ70歳未満は2割負担です。その辺

は制度上、若干見直しを図ってくということで医療制度改革あたりで 65 歳以上、70 歳

以上 75歳というような 1割 2割 3割と、所得に応じてですが、そういう風に変わってい

くような審議がされているという状況です。 

○木下委員 

 そしたら、650 千円の一人当たりの医療費ということは町の医療費に掛かる割合が相

当県下でも低いけれども、新聞による順位は県下で何位ぐらいですか。新聞には七山村

で670 千円と書いてありますが。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 16 年度の太良町の順位は、医療費ベースで申し上げますと 49市町村中 46位です。県

下で 3番目に低いです。支給費ベースで言うと 45位なんですよ。 

 以上です。 

○岩島委員 

 決算書の 219 ページ。医療給付費と医療支給費というのがありますが、これがトータ

 19



ルで 20,000 千円不用額であがっていますね。これが、なんで 3月に補正できなかったの

かということです。私がずっと言ってきているのは余る分も足りない分も 3月で補正を

しなさいよとずっと言ってきた。しかし、ここは3月で補正していないですよ、どこか

はしていますが。これも今後はきちんと3月で 20,000 千円も余るなんて 2,000 千円余っ

たていうならば、見込み違いなどがあったのとという事できちんとしなさいよというこ

とですが、20,000 千円も全体的にあがっているので 17 年度はこういうことがないよう

にしてください。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 4 月から健康増進課に来たわけですけれども、13、14、15、16年度という予算の執行

を見ていますと、若干、岩島委員指摘の件がありましたので、その辺は最終的に3月補

正は出来なくても 6月の専決で出来るだけ落としてやっていこうということで健康づく

りもさることながら国保にもそういう話をしています。 

 以上です。 

○竹下委員 

 実績の一番ラスト漁集ですけど、簡単なことですけど、滞納があるときには水道を止

めると言うようないろんな話の中で、漁集の中でも休止世帯4戸となっている。止めら

れないと思いますが空き家になったんですか。どういうことですか。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 休止世帯 4世帯は出稼ぎ等で出られたところを、今現在空き家同然という事でなって

いますので休止の届けを出してもらって対応をしています。 

○岩島委員 

 今の関連で。その 4戸の方は今後、帰ってこられたらまた入られるのですか。どのよ

うな契約状況はどんなになっていますか。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 また、帰ってこられたときには開始届を出してもらうという事でおこなっています。 

○竹下委員 

 水道は止めるのなんのとありますが、これは説明としては何も掛からないわけですか。

ただ、書類上こう出すということですか。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 既に接続してありますので、切ることはできませんので、弁とかつけたら詰まります

ので開放してあります。あとは我々が現地に行った際に、ここの人が帰って来ていない

かということを確認したり、区長に確認をしてもらっています。 

○岩島委員 

 今、加入率が 85％という事ですけれども、これは大分骨折りをされたと思うんですが、

これからいけば、約20何戸加入していませんが、これはもう加入の見込みはないんです

かね。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 
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 今現在 27 戸あって、7 月に 1 戸加入されて 26 戸になっています。今から推進をして

いかなければならない戸数が13戸あります。あと13戸が新築を計画されている方とか、

将来の建設予定地ということで、実際家を持っている方がいずれここに家を建てるとい

うことで一応加入しているところもあります。後は独居老人その方たちとか年金暮らし

でどうにも出来ないということもありまして、休業中の店舗等もありトータルで 13戸あ

ります。 

○岩島委員 

 そいぎですよ、加入していない人たちは下水は溝か何かに流しているのですか。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 指摘のとおりです。ことしも竹崎漁業組合、管理施設組合の方と一緒に推進に回りま

したが良い返事をもらえないという状況です。この方達にもこのような施設をしていま

すのでなるべく加入をしてもらうように推進にまわりたいと思います。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 審議の途中ですが昼食のため暫時休憩します。 

 

午前 12時 01 分 休憩 

午前 13時 00 分 再開 

 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 定足数に達しておりますので、委員会は成立いたします。 

 午前中に引き続き特別会計の質疑を続けます。質疑の方ありませんか。 

○木下委員 

 下水道の関連で質問をいたしたいと思います。 

実績表の 42ページですけど、公害対策経費として水質検査ということで 697千円の額

が出ていますが、本来は環境で聞くのが当然やったろうけど、今まで調査は何カ所ぐら

いされているのかお分かりでしたら分かる範囲で教えてください。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 分かる程度でよろしいでしょうか。あのですね、河川の伊福川、多良川、糸岐川、休

石川、田古里川、6 件だと思います。それを年間 3 回くらいやっていると思います。水

質検査の健康項目みたいなので、田古里川は健康項目を1項目多くやっています。それ

は最終処分場の関係で、それはそういうことをしなければならないということでありま

すので、その分、1件増えてやっています。 

○木下委員 

 今の報告では河川のみの水質検査の状況のようですけど、私は、海の方の検査もお願

いできないのだろうかとこういうふうに思うわけです。これはなぜかと、例えば、竹崎
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あたりの集排事業をやって、港の中にでも魚がどんどんどんどん釣れるというような環

境の状況の今日でございますので、例えば、大潮には潮がどんどん入れ替わるけん、小

潮の時点で、例えば、竹崎の一番中心の排水口のところの水質検査をしてもらうとか、

それから、道越地区の夜灯見荘の前あたりのよどんだところの水質検査をしてもらうと

か、そういったことがなかぎとね、話をする場合にデータを基準にして話をしないと、

有明海再生の環境問題の中で話がしにくかけん、そんなデータが出れば、いろいろ話の

進め方、持っていき方があると思いますので、そういう検査をお願いしたいわけですが、

その辺についてご答弁をいただきたいと思います。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 これ私の方では権限がありませんので、上司の方と話をして検討したいと思います。 

○木下委員 

 上司、どうですか、町長。 

○町長（百武 豊君） 

 竹崎の集落排水事業のところはですね、業者がおるんだからその検査をしているかも

わからんと思いますけどね、今言われるようなことは、場合によってはやる必要がある

と。できたから竹崎に魚が入ってくっとね。前から入おったと。 

○木下委員 

 いや、前からすれば今が全然違うわけですよ。 

○町長（百武 豊君） 

 何が違うの。 

○木下委員 

 魚が中で釣れていると、ハクラでんなんでん。 

○町長（百武 豊君） 

 今が釣れているて。じゃあ、流しているのが悪いのか良いのかしらんけども、魚の好

むやつが。本当は何もそういったことがないようにして流すのが普通ですけれどもね。

それは検査やってみても良いじゃないの、潮だからできんということはなかろうもん。 

○木下委員 

 例え魚が入る入らんは別として、やっぱり下水道事業をやってその効果ですね、例え

ばＡ地区とＢ地区との、しているところとしとらんところの対比ですね、それによって、

こういう効果のあるじゃないかとか、説明の内容にも大分。 

○町長（百武 豊君） 

 漁協とか有明漁連ではそういう調査はしとらんと。（「それは全然知りません」と呼ぶ

者あり）塚口、米田はいつから出社すっとか。（「来週いっぱいくらいまでということで」

と呼ぶ者あり）そしたらね、漁連とか漁協とかに聞いたり、あるいは海の方もこっちで

研鑚されるのかね、あれは木下法文さんかにゃ、佐賀の県議会議員がやっているのは、
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代表は木下法文さんやろ、だから、そんなところに検査のことを問い合わせたりして、

潮でもいいのかどうかできるのか聞いて検討をしなさい。 

○木下委員 

 もう一点、環境の委託者ですね、西原ですか、竹崎の処理場の、そういった報告は聞

いとりますか。調査されとるかされとらんか知りませんけど。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 一応ですね年 1回、水質検査についてはですね県の検査科学協会の方で放流前の水質

検査をやっております。結果は良好ということでもらっております。 

○木下委員 

 竹崎の方は良好ばってんさ、同じ町内でね、竹崎がＡ地区とすればＢ地区の方の水質

検査をして初めてよかとか悪かとかしかでんでしょうもん。そりゃ竹崎だけ悪かとか何

の言われようかと私は思います。そういうことでぜひ進めて貰いたいということで質問

終わり。 

○恵崎委員 

 関連ですけれども、竹崎の漁集の最終放流すったいね海にね、最終放流、その最後の

点で何ppmぐらいになっとっと、今現実、わからん。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 資料を持ってきておりませんので後からよろしいでしょうか。 

○恵崎委員 

 できたらこれくらいはパッと答えられるくらいはね、普通やったら、まあ直接担当じ

ゃなかかもわからんばってんが、それは把握していて欲しかということですよ、もうい

っちょ言えば、そぎゃん難しかことじゃなかっやっけん。通常これくらいの ppm ですと。

よかです、後で分かれば。 

○岩島委員 

 水道料金の滞納の問題ですよ、やっぱり、いつもひっかかってくるのは。簡易水道。

決算書の282 ページ。給水事業の収入の滞納の分がありますね、この前から言っておっ

たですけれども、上水と同じでなんとか滞納はすっごとしおらんぎ、どんどんこれも増

えるばかりじゃないかと思うてですよ、この問題が一点、どのようにしていくか、方針

を決めてください。 

それからですね、一般会計からの繰入金の問題ですが、これも私がずっと前から言っ

ておるんですが、結局約 12,000 千円程度繰出しをしてありますけれども、これはたまた

まことしの場合は、伊福埋立地の関係で 6,000 千円あまり使ってますね、だからこれは

良いとして、他のところの補修とか配管換えとかいうのは、水道料金で賄うのが当たり

前じゃないかというのを言うてきましたし、さっきの話では、水道料金も今後は当然見

直しをせんばいかん時に、新たに出たこういう特殊な工事については一般財源を若干使
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うのはやむをえないかなと、これまで水道料金に全部ぶっかけろと言えば、ちょっと水

道料金も少々上げんとやっていかんごとなりますし、例えば、配管換え、もとのやつを

換えたり、漏水の修理をしたりする分については水道料金で賄うという基本線にたつべ

きだと思いますが、その点を今後どのようにされるのかについてまず一点。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 水道工事の配管換え等ですけど、その工事に関しては一般会計からの繰入金は行って

おりません。繰入金は、元利利子等の2分の 1ということでそれだけでもらっておりま

す。そして、伊福埋立地に関しては一般会計から繰入金としてもらっております、とい

うことです。（「それは、よかと、それはやむを得ない」と呼ぶ者あり）ですから、水道

工事配管換等については、一般会計からもらってきておりませんので、現在、基金取り

崩しとかそういうことで賄っております。 

○岩島委員 

 言いおっとは、簡水の起債ね、起債の償還も町が払っていきおっわけでしょ。（「そう

ですね」と呼ぶ者あり）それは水道料で払うべきじゃないかと、今まで水道が運営して

いくためにした施設の借金は、水道料金で払うごとせんばいかんとじゃないのかと。急

なもの、伊福みたいな特殊なものが出てきたときは、水道料金で賄いきれないから町費

からくださいというのはしようがないというのはわかる。償還金まで水道料に転嫁せん

で償還金を全部、町の一般財源から繰り入れるのはどうかなということを言いおるわけ

ですよ。今、5 百何十万ですか、ここに決算であがっている 5,551 千円、この分は水道

料金に入れるべきじゃないかと言いおっとですけど、それは絶対に入れられないという

根拠を教えてください。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 これは地方交付税として来ている中に、水道･･･ということだと思うんですけど。 

○岩島委員 

 交付税は交付税さ、それはわかっとっさ。それは、分かった上で言いおっとやっけん。

今後検討する余地があるのかないのかですよ。今度の見直しではどうなっていますか、

行革では、行革の説明をしてください。 

○環境水道課簡易水道係長（浦川豊喜君） 

 行財政改革においては、繰出金の抑制ということを言われていますので多分下がると

思います。それについては、先ほど言われたように料金の方でカバーをしていかなけれ

ばならないと思っておりますので、料金改定等も今、検討をしております。 

○議長（坂口久信君） 

 それに関連してですけどね、議会中にも課長が料金見直しももうそろそろ見直す時期

に来ているということで、答弁をされておっとがずっと年々そのままの状況になってお

るわけですよね、そいで、なかなか見直しができんと。そういう状況の中で、今回、行
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革の中でできればよかけど、そのままいっちょん変わらんごとズルズルいくようじゃど

がんもされんけんが、今回の行革ではピシャッとした見直しをしてもらわんといかんと

じゃないのかなと、そこら辺も、ピシャッと課長さんはじめその辺はしていくというの

を、ある程度は答弁してもらわんことにはさ。いっちょん変わらんことばごっとい言お

っけんさ。 

○助役（木下慶猛君） 

 いくらという数字はないですけれども、行革で示したようにですね、使用料、手数料

等で適正化ということでですね、110,180 千円のあれは出しとっですから、多分内訳は

あると思います。その中にも一番最初に水道使用料等の見直しと書いとっですから、中

は私もいくら上げるかということはちょっと分からんですけど。 

○議長（坂口久信君） 

 助役さん、今言われたようにその辺はピシャッとしていくということですね。 

○助役（木下慶猛君） 

 はい。積み上げてこれくらいなっとるわけですから。 

○木下委員 

決算書の P307。委託料ですけど、処理場管理委託料の前年度からすれば、大分安く交

渉ができていると思うんですけど、これはどういった内容でここに何十万かの差額がで

きた結果になっとっとですかね。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 委託料の主な減った分に関してはですね。保守点検の年 12回をですね、年6回に西原

テクノにしてましたけど、それを12回を6回に替えた分で788千円の減額になりました。 

○木下委員 

 この当初から 5年間、年 12回やっておったと。それを年6回にしたという背景はどの

ような内容ですか。そして、6 回必ずせんばいかんとか、もっと減らしていいものか、

それから、なぜ今まで 12回せんばいかんやった基準的な指導があるものか、その辺を質

問します。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 当初、施設ができて、今現在、保守管理ですね、2 業者の方に施設管理をお願いして

おります。その機械操作・点検等の指導を 3年間でやってきて、だいたい委託している

ところが機械の操作を覚えてきたもんですから、12回から 6回ということで計画をして

おります。そして、現在6回というのは、機械を設置して5年ぐらい経ちますので、機

械等の故障が出てきますので、その内容等を2カ月に 1回くらい来てもらって見てもら

うように、今後も年6回くらいは保守をしていきたいと思います。ゴトッときてから修

理をしたら費用がかかりますので、手遅れにならないようにその前におかしいところが

あったら連絡してもらって、その対応をとりたいという考えで今後は年6回ということ
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で考えております。 

○木下委員 

 わかりましたけどね、年 6回でもいいのに、今まで 12回、毎月やっとったと。我々立

会いもせんけん、それはどんな内容であったかわからんたいね、記録はそりゃちゃんと

してあろうけどさ、やっぱりこういったことが無駄な経費にも繋がるんじゃないかと思

うんですよ。そいけん、前からも言っていたようにいかにして安くできるのか交渉をし

ていただきたいと、例えば管理の方でも一緒、そういう専門的な免許を持った人も町内

にもおいしゃっとやっけんさ、その辺ももっともっと研究をしてもらう必要があると思

うわけですけど、その辺は、担当としてはなかなか即答の答弁ができないと思いますけ

どどうでしょうか。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 今の機械設備等がですね、管理委託している西原テクノ関係の機械ですので、機械に

対して専門的な知識がありますので、そこに委託するしかないと考えております。今後、

できるだけ管理指導等、節減をしていきたいとは考えております。 

○議長（坂口久信君） 

 今のに関連して、今まで 12 回して 2 業者に何年かかけて勉強をさせたと、そいで 6

回にしたと。それなら、2 業者がその機械についてここ何年か勉強されておるわけです

から、考えようによってはこの人たちに任せてですよ、その部分を外すことができない

のかどうかですよ、せっかく 2業者に勉強させて、何年とそういう金を使ってきて、年

12回を 6回にしているわけね、その2業者も 3年か 4年かされているのならある程度熟

知をされていると思う。確かにその業者の機械やっけん、わからん部分はあると思うけ

ど、2 業者も 5 年間も勉強しているのならある程度は把握してできるわけよ、はっきり

言って。我々も家の機械設備もある程度把握して、どうしてもできないときだけ頼んだ

りしとっと、我々のようなものでもね。そいけん、せっかく2業者に勉強させたとなら

さ、後の管理も2業者で済ますように、後の6回をね、なくすような方法をとらんとい

かんとやないかな。もうゴトッといった時はしようがないとやっけん、誰がしたっちゃ

ね、業者がおろうがおらんろうがね、なったときはなったときさ、はっきり言って。そ

ん時は頼まんばいかんとやっけんさ、その為にその2業者がごっとい管理しおるわけや

っけんさ。そこまで含めて 2業者に管理をさせてね、その部分を削減するような考えを

持たんばいかんとないかな。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 一応、計画としてですね、削減の計画は考えておりますけれども徐々にやっていきた

いと思います。100％はできないかもしれませんけれども、それに近いところは努力をし

ていきたいと思います。 

○竹下委員 
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実績書の74ページ、立木の売払資金の金額11,160 千円ということになっとっとです

けど、これは全員協議会の説明で、支給材を参入した収入ではあげられないのかなとい

うのが一つですね。結局、棚上材を有効に使うために製材をして、製品にして、売って

素材よりもますます赤字になったと、その辺の取り組みはどがん思ってますか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

お答えします。 

立木売払収入が 11,160 千円というようなことで、これにつきましては、活性化施設と

伊福の特産品販売所、それから素材で売った分を計上しております。あと、補助事業で

あります町営住宅の 2棟、それから医師住宅の 6棟、これについては、材は提供いたし

ましたけれども収益には計上していないというようなことで、材の支給というようなこ

とで提供いたしております。この町営住宅で 1,868,800 円、医師住宅で、3,918 千円、

これが設定額ということで、これ相当が本来は収入にあがるべきでございましたがこれ

は計上していないということです。これは全協等でも説明をいたしておりますが、結局、

建設事業が補助対象というようなことで、材での収入と建築にかかる補助金の収入で二

重収入になるというようなことで、県の方から材売払いは設計上、計上はできないとい

うことになっております。このことにつきましては、県内の状況でも公共施設関係は全

体的に材の支給ということにされておりますから、今後はですね、こういうふうな公共

建築で補助金が該当する場合は、材の支給で対応していかざるを得ないというようなこ

とになってくると思います。その結果、町有林を提供する場合は、収入としては挙げら

れないというようなことで、現場における建物の財産というようなことで考えていくべ

きではないかと思っております。 

○竹下委員 

 補助事業は、結局、現物支給だということですけど、その場合、設計のときにですね、

現物支給分は設計額から引いてあるのかどうか、あくまでも設計にのって、それに上積

みで町から寄付をせんばいかんのか、全協でもその辺、私がはっきり把握をしておらん

とですけど。それと、あげられんにしても、製品にしてですね、逆に経費は増えてとい

う問題がちょっと私はまだ分かりかねるんですよ。多良岳材をこれだけ、町有林を一生

懸命育ててですね、ブランド化して売り出す宣伝というようなことで、建物自体は活性

化施設も特産品販売所もいいのができているんですけど、予算の支出は 11,390 千円ぐら

いで組んであるのが、もう倍ですよね、製品にするために。収入は、逆に提供する分ま

で含めてというようなことで、その辺はどがんですかね。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 まず、補助対象事業におきます設計の問題ですけれども、設計については補助対象事

業からは木材代は除外してあります。積算するにあたってはですね、その金額は計算さ

れております。その計算された金額を私の方は木材の金額相当というようなことで説明
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をいたしております。 

それから、先ほどからの経費の問題ですが、基本的にですね、支給材の部分が収入に

あがっていないということで大幅な赤字となっております。先ほど話がありましたよう

に、この11,000 千円の収入に対して、支出が約 23,000 千円ということで 11,000 千円ち

ょっと赤字となるというふうになります。先ほど申しましたように、町営住宅と医師住

宅については、これを設定額相当が収入であったと仮定すればこれは赤字幅は500 万円

相当の赤字になってくると思います。今回については支給材によって大幅な赤字ができ

たということと、今回の取り組んだ結果を反省してみますと材積の問題にしても、例え

ば、建築設計に 100 立方材が計上してあったとすると、私達も100立方の材を用意すれ

ば良かったと考えていたわけですが、実際は最終的に建築するのに使われるようにする

のに二度引きとか長さも切ったりしますので最終的には設計相当を調達するためには必

要以上の材積が必要だったということも今回の反省材料だと思います。 

○竹下委員 

 結局家を作る時に設計に見合った裁断をしていくべきが逆の立場になったのかなと言

うことだと思いますが、山林特別会計というものがある以上、支給品も形としては売っ

た事にして、町の大きな意味では財産の中ですからね、山林に繰り入れるべきだと思う

んですよ。そしてその中から支給分は一般に繰出しで出来ないのか。そうしないとこれ

だけ町有林を育ててきていて山林には何も実績が出てこんとですよ赤字で。いくら大根

一本と木の一本と同じといわれても、これだけ一生懸命町有林を育ててきている以上は、

山林特別会計もきちんとした確立をしていくためにはうやむやで、支給だから挙げられ

んということでは金銭は行ったり来たりしなくても結局は材木のお金は一般財源から出

していなくて、これは山林から出ているわけですから。それはどうにかできないんです

か金が動かんぎ。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 全体的な公共木造建築に対する商品の提供から含めまして、この問題については上司、

並びに関係各課、病院、建設課とかそれぞれの課があります。何回となく協議をしてき

たわけですけれども、ただいまの繰入金の問題ですね、結局、特に病院でいいますと山

林特別会計に支給材相当は繰り入れをしていただきたいということを担当としていうわ

けですが、病院のほうとしては支給材だから町の木材を利用するけれども、支給材であ

ればそれだけ町にやる事によって病院のほうも支出が増えるということでお互い太良町

は一つであるから病院のためにも支給材のほうでの繰入金を差し控えていただけないか

というような協議をして、最終的な結果、町長判断として支給材については繰入金等は

採用しないで、材木をそのまま提供して財産の置き換えというような形で今回は取り組

んだところです。 

○竹下委員 
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 やっぱり、それが私には納得がいかんとですけど、病院から金は出んでよかですよね、

どうせ山林から繰り出して、また。いったり来たりするぐらいの感覚で、架空の金額で

も動かせないのかなと。そうしないと、山林は提供するばかりで、このような事業をし

たというばかりで、なんかすっきりせんとですけど。 

それと、設計が遅くなって、玉入れが早くなった関係上、無駄な事とかいろいろあっ

ていると思いますが、せっかく初めての試みかもしれませんが、今後こういうことのな

いようにしてもらわないと、せっかくの山林が泣くけんと思いますので、ひとつよろし

くお願いします。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 これからも町有林経営につきましてはいろいろな根幹取組みで問題等も出てきたと思

っています。基本的には材木価格が安いということがありまして、特別会計としても本

来は先程水道とか漁集などの話がありましたように、収入で賄うということが基本であ

ると思っています。しかし、基本的にそうではありますが町有林については収入があり

ませんので現在は基金で取り組んでいます。実際は基金は一般会計ですので繰入金の検

討等も当然研究していかなければならないし、今回の行革についても現在説明があって

いますが、山林特別会計の大幅な見直しを18年度ぐらいには方向性を出すということで

議会共々一緒になって研究をしていきたいと思っています。 

○恵崎委員 

 審査意見書の 38 ページ。漁集ですが、繰入金の問題ですが 16 年度は 32,028 千円で

14年度が 29,057 千円と 300 万円ぐらい増えて、にわか質問で失礼ですが、後13、14、

15年度についてわかっていたら推移等教えてください、それと今年度分が予算書を見な

いといけないんですが、その辺がもしかするとずっと増えてはいないのかと。それとそ

の下の公債費が16年度が 15,395 千円、前年度が 12,573 千円ですけれどもこの辺のピー

クはいつぐらいになるのかわかっとったらお願いします。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 まず一つ目の償還金のピークですけど、平成 17 年から平成 21 年ですね、5 年間がピ

ークとなります。これが、平成 17年が 22,000 千円、平成 18年 23,000 千円、同じく 19

年が 24,000 千円、20年が 22,000 千円、21年が 21,000 千円、後は 22年から 17,000 千

円ということになっています。 

繰入金ですが、今後、今試算をしたところ、現状維持でいきますと18年度から 38,000

千円ぐらいの繰入金ということになって、18年、19年が 38,000 千円、そして、20年が

37,000 千円、21年で 36,000 千円、22年で 33,000 千円、23年で 32,000 千円と。償還金

等が大部分を占めていますのでその辺で繰入金が上がってきます。 

○恵崎委員 

 ちょっとこれは厳しかですね。今、歳出が16年度でだいたい歳入総額で 42,000 千円
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ぐらいですが、7 割以上は結局繰入金でしていると、即その使用料とかどうのこうのと

か、そこまでは私はわかりませんが、果たしてこの辺をどういうふうに今の予定額で繰

入はどんどんされていくのか、その辺はやはりじっくりと検討をしていかないと、これ

は単純にここの会計だけだったら繰り入れをすればいいでしょうが、本家本元が厳しか

とですから、まあ上司がおらんけんがばってんが、方向性としてはどのように考えます

か。 

○環境水道課下水道係長（塚口重敏君） 

 料金収入関係ですが、一般会計からの繰入金ということを考慮して行財政改革の方に

料金等について値上げの方向であげております。 

○恵崎委員 

 経営が成り立たないのは、それか、二つに一つじゃなかけど、繰入金とかも増やさな

いとしかたない。後は使用料とかも上げないと仕方ないところもあるだろうし、助役は

この辺はある程度方向的なものは。（「水道料の問題ですか」と呼ぶ者あり）集落です。 

○町長（百武 豊君） 

 下水は公共的なやつは田﨑議員も視察に行って言ったように我々も思いは一緒ですよ。

計画がなっていますけれども。 

○恵崎委員 

 竹崎の漁集の繰入金の問題ですよ、ずっと上がっていくわけですよ。 

○町長（百武 豊君） 

 これは料金を取ってやっていますが、未収金が内容に組合を作ってやってもらってい

ますが、作った以上は管理はしないといけませんからね。時によっては出しもしないと

いけないでしょう。これも一つの原点は、海を守るために作って欲しいというのが原点

にありますからね。これに応えるために、これはいいことを言ってくれたと当初は思っ

て先駆けにやったわけですから、これは運営をしていかないと途中で投げ捨ててはなり

ませんからね、やはり管理はしていかなければなりません。そういうことがあって、し

かし、漁集にはかなりの金が要った。行政としては、だから今後は移行すべきだと。だ

から、漁集をやっていたけれども今後は合併浄化槽がいいというふうに思ってます。し

かし、漁集は作ったからには維持していかないといけない。ほっといて所期の目的を達

成させないという事はいけませんからね。それは維持はしていく方向でいかないといけ

ないと思います。 

○恵崎委員 

 基本的に維持をいまさらやめるというわけにはいきませんから、ただ歳入の8割近く

が繰入金という状況ですね、歳入の。そこら辺があまりにもやはり最初の想定からする

とどうであったかわかりませんが、厳しい状態になっているので、経費をとにかく節減

する意向で、これは個人的意見ですが使用料なども検討の課題にはあがるのではないか
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なあと言うことでお聞きしました。8 割近くが繰入金でしているということがちょっと

課題じゃないかなという事です。 

○町長（百武 豊君） 

 いま言われたように料金のアップも考えなければならないときが来るに違いない。 

○吉田委員 

 同じところですけど、この繰り入れの基準というのはどういうところですか。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 どうですか、あっとですかなかっですか。繰り入れに基準はあるんでしょうか。 

○助役（木下慶猛君） 

 なかといっています。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 ないならないと言ってください。 

○財政課財政係長（西村正史君） 

 資料を持ち合わせていませんが、私の記憶によれば漁集に対する繰り出し基準につい

ては、すべての公債費ではありませんが、条件の書いてある公債費について繰り出すと

いったような記事があったように記憶しています。全てではなく公債費の一部じゃなか

ったかと記憶しています。実際今資料を持ちませんので、私の記憶で言っていますけれ

ども。何らかの基準があったと思います。 

○吉田委員 

 それは歳出の出方を見ながら大方でやっていくという事ですか。 

○財政課財政係長（西村正史君） 

 いえ、割合とか、それはきちんとした総務省からか繰り出し基準というのがあります

ので、それにのっとっています。 

○吉田委員 

 基準にむかって出ているんでしょうけれども、先程言われたように大変な事であろう

とこの帳面上は見受けます。それでこれは決算とはちょっと違いますが、今そういう集

合排水の見直しということでことしは行革にも出されていますが、今の町長の話の中で

はもうそれは難しいぞというような事だろうと受け止めたんですけども、ということは

太良は合併浄化槽でいくんだというそういう姿があるんですかね、見直しの中では。 

○町長（百武 豊君） 

 それはそれしかないと思います。よその市町村を視察しても計画があったのを全部チ

ャラにしてそのような考えをよそも持っています。大きな投資額になりますのでね。こ

れはやっぱりいけないと。仮に合併浄化槽でやるとするならば本人の責任でやってもら

うのが一番良いと。その代わりに3分の 1かやっていたのをもう少し町単独で助成を増

やすという方法もないとはいえないけれども、このような財政状勢の中ではそれも非常
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な冒険的なことも出てきますから、よく検証しながら今後は対応しないといけないと思

います。 

○助役（木下慶猛君） 

 補足します。この下水道関係については平成 9年に太良町で 14カ所でしたわけです。

私たち部落廻りで説明をしたわけですけれども、その 14カ所の一カ所で竹崎でこれは試

金石にするんだということで着工したわけです。どちらかというと町のほうからお願い

したような格好でですね。でその後これはやっぱりだめだと見直しをしたところがです

ね、見直しについては早垣・川原・小田・陣ノ内まで入れた広範囲になったわけです。

それを皆さん達にも示したと思いますが。 

今度は亀ノ浦付近ですか、やっていましたが、やはり事業費が嵩むから太良町につい

てはまた見直しをして、今町長が言いますように合併浄化槽でいくべきではないだろう

かということを私たちは話しているわけですけれども、これは皆さん達にお諮りをして

そういう決定をしなければならないのではない時期に来ていると思います。 

○吉田委員 

 そういうことになれば、住民の意識にある程度任せるということになりますけれども、

集合的にやれば推進も一生懸命なっていくと思いますけれどもそうじゃなければ、しな

いものはしないという状況が出来ると思いますけれども。それはそういうことにはなら

ないですかね。 

○助役（木下慶猛君） 

 合併浄化槽にするのにも町管理でという案だったからですね。ですからそこら辺どう

するかまだ話はしていないわけです。ですからさっき言ったように9年のやつを 15年に

それでも見てみて、皆さんにもお諮りをしたと思いますが、莫大な予算になるわけです

よね。そ言う事なのでそれよりも今やっている合併浄化槽のほうが良いんじゃないんだ

ろうかということを私達は話合いをしているわけです。ですからまだそれを上にあげて

それを早垣からここまでやったあとは、あれして合併浄化槽でやっていきますよという

審議はまだやっていないわけです。 

○木下委員 

 関連でお尋ねしますが、昨年、16年度の決算では 25基やったと、それから今度の 17

年度の予算では、同じく 8,106 千円の浄化槽に設置の予算があがっているわけですが、

ことしも半ばになって 17年度もある程度事業が進んでいるかと思いますが、やはり町内

では農集、漁集、これは私たちが視察をやってみて、やはり今町長が話をされたように、

とても予算的に難しいだろうと、こういうような話になっていたわけですけど、県にも

見直しの、14区画で当初は作成をして、書き直しをどういうふうに県のほうに提出をさ

れているのか、それから、太良町として今後そういったものを全部ストップして合併浄

化槽のみでいくというほうに決定をする、そして、例えそういうふうになった場合でも
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農集、漁集は多額の費用がかかると、しかし、この合併浄化槽一本で行く上には少しで

も住民がしやすいようにいくらかでも町長が言われたように、町単でも上乗せしてでも

推進をしていただけばと、いくらかでも進むのではないかと思いますが、その辺につい

てお願いします。 

○町長（百武 豊君） 

 それはさっき言ったとおりですよ。とにかく視察に行ってとにかく安い浄化槽が出来

て後は町が管理をすると。一番怖いのはさっきも出たけれども、電話と水道なんか止め

られるけど、これは止められないんですよ。 

鎮西町に昔漁業集落排水事業を見に行って、町の運営をしてたら 90％しか集まらない

と、先はなんで 53年に作って作らないんですかと聞いたら、金が集まらないのでこれは

行政にとっては非常に痛手だと。うちも今税金も集まらないと論議をしてもらってけれ

ど、集まらない方法を成るべく行政としてはしないほうがいいと一番これが町のために

なると思いますからね。そういった方向でそれよりも一時的に補助金を増やしてでもや

ったほうがいいと、もともと家をリフォームしたり、新しく作った人はですね、合併浄

化槽をはずして汲み取りにしようとかはほとんどありません。やはり時代が時代だから、

修理してでも合併浄化槽でやりたいという流れですからね。だまっとってもやはり新し

くする場合は合併浄化槽をやりますよ。だからそんな方向で進めていかないと、金は集

まらないものをわざと求めてやる必要は無いと。町にとっては財政的な大きな痛手です

からね。 

○財政課財政係長（西村正史君） 

 先程の集落排水事業の繰り出しの件ですが、資料を持ってきて確認したところ、先程

私が話していたところは、繰出金の中での下水道事業といったところの一つの基準の中

にあったものを今話したところでした。具体的に下水道の中に農業集落排水とかうちで

している漁業集落排水とかいくらかあるんですが、その中でも農業集落排水事業につい

ては一つの項目的に実際あがっています。しかしながら、漁業集落排水に対して、具体

的に名前があがっているのは今現在繰出基準にはありません。さっき言ったように、下

水道事業という大きな捕らえ方でいったら、事業債の償還に対する経費といったところ

の基準があります。 

○恵崎委員 

 農業集落についてはありませんか。 

○財政課財政係長（西村正史君） 

 農業集落は排水についてはあります。農業集落排水の緊急整備事業ということで、そ

の中身も元利償還金、これについて繰り出すという事の内容が含まれています。下水道

事業債の元利償還金に相当額とすると、これも臨時処置分ですよといった繰り出しの基

準です。これが農業集落排水の基準になっています。 
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○恵崎委員 

 漁集は特別指標はなかという事ですけど、単純に見ると、公債費の倍ぐらい繰入金を

もらっているわけですよね。そいけんこの辺はぜひ、かなり異常な金額だと思いますの

で、検討してください。 

○吉田委員 

 実績報告書の 69ページ。先程竹下委員より質問がありましたが、滞納繰越分について

は短期被保険者証を有効に活用してという事を書いてありますけれども、少しわかりに

くかったのでもう一回説明をお願いします。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 短期被保険者証の発行ですが、滞納があった場合には、本来は保険証を出さずに従来

の10割負担を促進するのが当然ですが、なにせ病気等の療養のためには、当然医者にか

かるわけですから、生命の維持のためには出さんというわけにはいかないわけです。そ

れで短期保険証を出す代わりにいくらかでも納めてくださいと。結局、税金の町税のほ

うの滞納の分納誓約なり差し押さえ等が当然それと絡んでくるわけですが、短期的には

保険証の再発行はしないのが役場としては一番いいのですが、結局それを出す出さない

ともめて、本人が死んだとなればその辺が人道的な問題も絡んできますのでですね、こ

れを出すためには極端に言えばいくらかでも納めてくれませんかという事でこれが出来

たわけです。 

 以上です。 

○吉田委員 

 この滞納繰越分とはどこの時点をさして言っているんですか、全部ですか。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 滞納繰越分については、現年度分と過年度分があって、次年度繰越に当然なるわけで

すが、現年度分と、滞納分とあわせて次年度についての滞納繰越損額になるわけですか

ら、16年度現在でいえば過年度分と言うのは15年度をさして、現年度というのは16年

度をさしています。翌年度17年度にいく場合はそれが一緒になって、滞納繰越になるわ

けですから、結局年明けて 4月になるときには、過年度分については3月 31日で決算上

は締め切るわけですね。現年度については 5月 31日まで納付が可能ですから、その時点

では現年度のものと過年度のものと両方があるということです。しかし、4 月の時点で

の短期保険証の更新については 4月現在ですから過年度を対象にしていっているわけで

す。3 月 31 日で締め切りますから、現年度については 3 月 31 日で締め切りますからそ

の分も合わせて納めてくださいと促進はするわけですがその違いは若干あると。 

 以上です。 

○吉田委員 

 水道のときもこれがあったんですが、水道の時は近々の納めていない額を納めてくだ

 34



さいと言ったときに入った額は、過年度のずっと前のものから入れていきますよという

話だったんです。全く今の話を聞いたらそこらへんがわけがわからないのですが、竹下

委員の質問の時に、そしたらその時その時で病気をしたときに払えばこれが出るなら、

普通のときに払わなくていいじゃないか、そういう事が起こりますよという言い方をさ

れたんですがそこのところはどうですか。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 委員おっしゃるとおりそれは十分ありえます。だからそこのところは分納誓約なり、

差し押さえをしていかないとけじめがつかないわけです。これは一例ですが、平成 15

年度時点で 15年度中に仕事はしたけれど賃金がもらえなかったと、そして、国保の免除

をしてくれないかという話があったんですが、確かにお金はもらっていないけれども、

お宅は貯金があるでしょうと。貯金があるならだめですよと。短期保険証の場合もうち

で短期保険証を出す場合は、そのような預金調査等が出来んわけですよね、法令上。国

保税の場合と国保保険料の場合との違いがあって、税務課ではそこの預金通帳なり財産

の差し押さえというのは調査権限がありますが、税法上の特権があるのでできますが、

うちの場合はそこまで踏み込んだところが出来ないので、そこはどうしてもタイアップ

しながらやっていかないと整理がつかないという現状です。 

 以上です｡ 

○吉田委員 

 参考までに聞きますが、短期保険証というのは新しく始めたものだという事ですが、

そしたら以前は短期がなくてあなたは保険に入っていませんよというかたちだったんで

すか。それとも払わなくてもどんどん保険証をやっていたんですか。参考までにお願い

します。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 以前は更新する際に、滞納があれば払うまで一時預かるような形でやっていなかった

と言う話を聞いています。 

○恵崎委員 

 今聞いていて、この短期保険者証は、例えば、今まで払ってなくて、しかしどうして

も行きたいという事で1カ月分払ってもらったと。そして、またそれが途切れてまた何

カ月してから、その間また払わんでおって、またどうしても行かなければならないと言

うような人が何人かいて、この短期保険証を1年のうちに何回も出したような例があり

ますか。 

○健康増進課保険係長（小川のち子君） 

 お答えします。 

短期証はですね、課長が説明しましたように普通 1 月分を出しているんですね、3 月

分もありますし、半年分というのもあります。短期証を発行する際は、納税相談をして
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分納誓約なりしていただいて1月分発行するわけですね、そして 1月経ってから、また

入れていただいて、入れていただいた方にはまた 1 月分というようにして、1 件の滞納

の方が極端に言えば12回、そういう例はあります。 

○吉田委員 

 途中途切れてまたということはありますか。 

○健康増進課保険係長（小川のち子君） 

 そうですね。途切れてというか 1 月分発行すっですね、2 月ぐらい来ないでその間病

院に行く人もいますが、病院によっては毎月保険証の確認をされないところもあります

ので、特に顔見知りの医療機関だったら「お願いします」といったらレセプトあるわけ

ですから、保険証の番号とかわかってますので、見せてくださいといわれないところが

あると思います。多分、皆さんもそうされていると思います。で、新しい医療機関に行

くときは絶対必要なわけですね。 

○恵崎委員 

 確かにですね、生活弱者といったらあれですが、病気の方には無下にひどくは言えな

いだろうと思いますが、その辺はやはり、例えば1年か 2年の間に何回も発行するよう

なことは好ましくないと思うけんが、対応が大変難しいと思いますがその辺はぴしゃっ

と払ってもらうように努力をしてください。 

○岩島委員 

 医療費の負担率について、さっき70歳とか 75歳とかの話があって、途中で 70歳にな

った時点とことし 8月 1日だったかに変わりましたね、何で変わるんですか。それを教

えてください。 

○健康増進課保険係長（小川のち子君） 

 医療制度が平成 14年に変わったんですが、その時に老人保険の方が75歳になったわ

けですね。老人保険の方は原則 1割ということですね自己負担が。所得がある程度ある

方は 2割負担をしてくださいという事になったんですが、その所得基準の見直しの基準

が8月 1日付けでしてくださいという国の方針なんですよ。それで7月までは老人保険

で 1 割払っていた方が 8 月になったら 2 割になったという例はあります。8 月 1 日で見

直しをするということになっています。 

○岩島委員 

 私は反対ですよ。今まではやめてから 2 割払っていて、8 月 1 日から 1 割になってき

たけんね、そしたらそれをもって嬉野の病院に行ったんですが、前と同じ 2割取られた

わけですよ。そうすると 1割で良かという事になっているんですね。嬉野の病院に言っ

たら、太良の役場で 1割戻しの請求をしてくださいと、何でそんなに途中でくらくら変

わるのかなと。逆に増えたらコンチクショウと言いますが減ったからですよ。喜ばしい

事でした。なんで、所得も変わらないのにくらくら変わるんですか。 
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○健康増進課保険係長（小川のち子君） 

 今 11 月ですね、今 1 割ということですかね。8 月 1 日に見直しということは 16 年中

の所得にかかる課税の状況でしてくださいと言うことですね。7 月まではもう一つ前の

年の 15年中の所得の状況でということになっていますので、岩島委員の場合は 16年中

の所得が低かったということです。 

○岩島委員 

 わかりました。そんなにくらくら変わるということですね。 

○木下委員 

 私の場合はガバッとあがって、4月 1日から 70歳の 1割負担たいね、そいで「おめで

とうございます」てある病院で言われました。「おめでとうございますて、もう先のなか

とに」といったんですが、そのときは1割負担で 8月からの改正に伴って2割と、前の

分は負担してくださいと。7 月分か 6 月分までか取られているかどうか知りませんが、

追加して払った結果になりました。小さい金額だからいいですが、そういうふうに制度

が8月から変わったということで、岩島委員と反対になった。今、私2割負担をしてい

ます。 

○健康増進課保険係長（小川のち子君） 

 さっき説明をしたんですが、8月からは見直しの基準になるのは前の年ですね、7月ま

での基準になるのはもう一つ前の年ですので、15 年中と 16 年中の所得が違われた場合

は 8月になってから負担額が違う場合があります。 

○恵崎委員 

 基本は増税策ということですか。国はどんどんどんどん所得水準を下げてさ、そうじ

ゃなかっですか。 

○岩島委員 

 法が変わったのを教えてください。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 ことしの途中で、税法の一部改正が絡んで所得の見直しが8月 1日から実施されたと

いう事で、その辺の所得制限が若干変わったと。今ちょっとそれを探しているんですが。 

○恵崎委員 

 制限は下がっているんでしょう。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 拡大されたと言えばいいでしょうか。 

○恵崎委員 

 拡大ね、対象者がね、それだから下げているわけでしょう。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 対象者が拡大したので。 
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○恵崎委員 

 それだから収入が増えたわけ、だからおめでとうございますと言ったんでしょう。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 老人医療費が年々3％なり 4％なり上がっていくわけですよね。そういうことで税法の

改正に伴って国保の改正のほうも変わってくるということです。 

○竹下委員 

 実績報告書の71ページ保険事業ですが、この病院は国保で決まるので、全国よかわけ

ですよね。地元優先なのかどうか知りませんけど、針灸の地元だけのというか、そいが、

どがんなっとっとか、例えば、鹿島に行けば当たり前取らえて、鹿島の人は鹿島で、太

良は他の人はいいけど鹿島の人が来たら補助がなかけんとか。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 針灸の療養費については、条例等で 1術 700 円と 2術 900 円と分かれてますね。太良

の人に対しては太良の条例で適応すっですよね、鹿島の人は関係ないですよね。そうい

うことで条例に対象者について記載がありますから。 

○竹下委員 

 条例を決めてあるのはそれはいいのですが、根本的な医療機関のなかで、針灸と普通

の病院との何でそれが分かれているのかなあということです。何かあっけん針灸につい

ては条例で補助金というようなことになっているんでしょうが、一番底辺の理由はどう

いうことですか。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 お答えします。 

針灸については医療の対象ではなかけんが、国あたりの針灸の助成等があって、各市

町村でそういう条例等を制定しているのではないかということで、条例でしてあります

が各地区によって単価も若干違うようです。 

以上です。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 この辺で、質疑を終了します。 

おはかりしますが、これをもって全議案の審査を終了したわけですが見落としの点が

あろうかと思いますので、時間を限定して総括の審議をしたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、これより一般会計特別会計全案について質議に入りますが、審議の途中です

が暫時休憩します。 
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午前 14時 14 分 休憩 

午前 14時 29 分 再開 

 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 定刻少し前ですがただ今より始めます。 

定足数に達しておりますので、委員会は成立いたします。休憩を閉じ委員会を再開し

ます。それでは時間を限って総括質疑に入ります。 

まず答弁漏れをお願いします。 

○総務課長（佐藤慎一君） 

 一般管理費の超過勤務手当の件で調査が必要でしたので、時間をいただきましたが平

成 16年度に休日出勤をした人数について報告します。半日振替えが165 人、うち管理職

が 30 人、課長です。1 日振替えが 271 人、うち管理職が 39 人、延べ 353.5 日。管理職

を除いた分は 299.5 日という事です。 

 以上です。 

○健康増進課長（江口 司君） 

 決算の折、吉田委員の質問で、決算書の 100ページの繰り出し金の件で、訂正をお願

いします。 

訂正箇所については今日の 9時半の決算委員会の始まる前に皆様に訂正表を出してい

ますのでそちらをご覧ください。決算書の100ページの繰出金ですね、国保特会（保険

基盤安定保険税軽減分）繰出金ですが訂正後が69,891,860 円、それから、国保特会（保

険基盤安定保険者支援分）、これが操出金訂正後が 12,345,967 円ということで、国保特

別会計の一般の繰入金の240 ページと整合する事になります。訂正があったことに対し

て大変申し訳なく思っております。 

以上です。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 それでは質疑の方ありませんか。 

○木下委員 

 総括的に質問をします。 

若者定住促進ということで、野崎に造成地を作りなかなか伸びない状況ですが、今日

において若者が結婚すれば田舎には親と一緒に同居したくないとか、また、都会に憧れ

て出ていくとか、そういったことが多々あるようですが、役場町職員で町外に住んでい

る方は何人ぐらいらっしゃいますか、質問します。 

○総務課長（佐藤慎一君） 

 資料を取ってきます。9 月議会のときに質問が出て調べた経緯がありますので後でお
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答えします。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 後から報告してください。 

○岩島委員 

 農林水産課長にお尋ねします。うまいみかんづくり推進協議会に平成 16 年度は 500

千円補助を出していますが、その決算の内容がわかりますか、それが一点。 

それから、ことしも太幸を販売推進に行かれるという話を聞いていますが、去年のそ

の旅費等はどちらから出されたのか。金額的なことはいいです。どの科目から出したと

いう答弁をお願いします。 

それから3点目、平成16年度で太幸の早生系統の補助金については予算で4,142千円、

決算で 2,002 千円予算ですが、2,140 千円残っていますが、これは何で 3 月に補正が出

来なかったかという点です。まず、そこから説明を求めます。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 お答えいたします。 

うまいみかんづくり推進協議会の補助金、平成16年度は 500 千円となっています。こ

れは実績です。あと団体の方で農協が250 千円、果協が50千円合計の 800 千円となって

います。実績額は 50万円です。 

○岩島委員 

 そうじゃなく、うまいみかんづくり推進協議会の決算です。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 それは今ここに資料がありませんので、あとからお答えします。 

それから 16年度の太幸早生の販売促進という事ですが、これはうまいみかんつくり推

進協議会から旅費は出ています。これについても先ほどと同じでの決算書も今手元にあ

りませんのであとから報告します。 

それから16年度の太幸早生の増産対策ということで4,142千円の予算に対して実績が

2,002 千円ということでしたが、これにつきましては計画に対して実績が落ち込んだわ

けですが、時期的な問題があって高接改植等が 2 月、3 月に実行するということで 3 月

の補正には間に合わなかったということで不用額が出たということで時期的な問題です。 

○岩島委員 

 私が今聞きたいのは、うまいみかんづくりというのは全体的なみかんですね。晩柑系

統から早生系統まで一切。ところが、太幸早生というのは特殊な太良のブランド品とい

う事で、予算化をしてあるわけですから、私が思うのは太幸早生の補助予算を組んでい

る限り、太幸早生を売りに行く場合の旅費等はそちらから出すべきじゃないかという考

えです。なぜならうまいみかんつくりに、何年か前に言いましたように、うまいみかん

つくりはいろいろな栽培方法とか、その他の技術的な試験とかをするために使うお金で
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あって、そういう旅費等に使うべきではないかという考え方を持っています。というの

はあなたの前の課長はうまいみかんつくりにはお金がないと、言われたけれどもあなた

の時点でお金は余っているので落としますという話がありましたね。だからこれはそう

いう500 千円減らして、しかも平成 17年度は 1割カットの 450 千円にしてあります。こ

れはいろいろな試験とかそういうものに使って、せっかく太幸早生推進の補助というの

がありますから、それで太幸の売りの旅費等は使うのが妥当だという考えを持っていま

すがその点はどう判断されますか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 このうまいみかんつくり推進協議会は、指摘のとおり異動前の課長の段階と私のとき

になってからの予算の組み方が減額になっています。これについては今、目的の部分の

説明がありましたが、本来は優良系統品種への方針とか、新品種の開発、栽培技術の向

上、こういうようなことを大きな目標として掲げてありました。これについて、予算決

算を精査したところ、これは本会議でも言いましたが、太幸早生関係の許諾料の更新料

というような名目に基づいて 2,000 千円以上の積立金があったということで、うまいみ

かんづくり推進協議会からこの許諾料等をここに積み立てるべきものではないという事

で、これはそのための協議会ではありませんから、そういうような積立金があったとい

うことで、そういうことをはっきりした目的の部分に使いましょうと、使うようなこと

で関係団体で協議をしましょうということで会議を開いています。その中で、そういう

目的と消費宣伝活動は当然内容的には項目の中に入っていたわけですけれども、もう少

し大きく取り上げて、販売即進活動をもう少しこれまで以上にやって行こうというよう

な関係団体の方々の意見に基づいて現在は販促活動で太幸早生もやっていると。先程指

摘がありましたが、太幸早生は 1品種でありまして、うまいみかんづくり推進協議会と

は別だという提案があったわけですが、基本的には、現在のみかんで一番楽しみとされ

ているのが市場評価等も含めて太幸早生が一番大きく評価されていると。これを徹底し

て取り組んでいこうという関係団体の方々の意見で現在は太幸早生について特別に販促

活動をやっているという事です。 

○岩島委員 

 それはわかっとですけど、ただね、そのうまいみかんづくりでは予算がなかけんなん

やかやの補助は出来ない、試験的な委託も出来ないという話があったわけでしょ。それ

は私も聞いたし、私もそうですよ事実は。だからうまいみかんづくりの予算がなかけん

が、そう片方でいっていて、太幸早生を売りに行ってもらって名を上げてもらうのは非

常に私もいいことだと思って賛成はしています。しかし、そのお金の出しどころがです

ね、今言うように太幸早生の予算、私たちの認めた当初予算の金額が 2,140 千円も残っ

ているわけですよ。だからそういうようなものにそれを使っていって、来年度17年度は

7,000 千円ばかりありますね。おそらくそれもまた若干残るんじゃないかと思いますが。
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私が言いたいのは、太幸早生を売りに行くんだからうまいみかんづくりじゃなく、後は

太幸のほうで推進をしたほうがどうかとこう言っているわけです。それがいやならそれ

を使っていったなら、もう少しうまいみかんつくりのほうの委託費に若干の助成をしな

がら、どうすればうまいみかんができるか、そういうふうなやつを真剣にうまいみかん

は考えていかなければならないのではないかという考えを持っていますがどうですか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 先程予算の問題の指摘があったわけですが、この件については常に担当者にも各団体

等の希望等をとって、どういうふうなことが現在取り組むべき内容があるのか、何に一

番使うべきかそういうようなことを、そのために担当がおりますので、幹事会協議会が

あります、そういう中で審議をしたところで試験等も行っておりますけれども、予算的

に予算がないから調査が出来ないと言うようなことは私が知っている限り幹事会、協議

会等ではありません。また、そういうようなことが出てくれば、当然ながら予算が少な

いという事であれば増額等の検討する必要があると思います。 

それからもう 1 点、2,000 千円相当の不用額をその金額を太幸の販促等に使ったらと

いうご意見ですが、この太幸については、現在太幸早生増産対策ということで、改植高

接を目的とした予算です。これのためにその前提となる太幸早生の苗木の補助を3年間

やってきて、それがそれなりに実績して、今度は増産対策ということでこのうまいみか

んを作りたいということで現在増産対策をやっています。これについても不用額が出た

ということは、農協、果協が目標計画をここに書いていますが、簡単に言うと、16年度

については改植が 2.2ヘクタールの計画で、実績が2.86 と、高接が 3.4 に対して大幅に

面積が減少したということで増産対策ということで、団体からの申し入れで予算を組ん

だわけですが、そういう面では面積が減ったという事では実績が上がっていないと、そ

れはマルチとかを含めて糖度の問題とか、酸の問題とか、浮果の問題とかいろいろあっ

てですね、やはり各団体でも推進についてまだまだ課題があると、その結果、センサー

の糖度のブランド率についても、まだ 10％前後低迷しているという事も、まだ二の足を

踏んでいる部分もあると思いますけれど、市場からは太幸をどんどん出してくださいと

いう要求があっていますので販促活動をやっている状況です。基本的には、現在の太幸

早生の増産対策の補助金は改植高接に対する補助金だから、それを今度は販促にと、そ

こまで幅を広げる事についてはまだ上司とも検討協議をしています。 

○吉田委員 

 うまいみかんづくりの下に品種育成会というのがありますが、品種育成会ができたの

は、例えば、試験場に品種の研究をしてくださいよという時に、こちらからお願いする

のだから、いくらかの資金も必要だろうということでそういうことも出来てると思いま

す。もう一つは新しい品種が出来たときに許諾をもらうと、その時にまた使う金という

ことも考えているのではないかと思います。太幸が2,000 千円という金で許諾を受けた
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ですね、またその次にもそういうこともあるだろうということで、出来るだけうまいみ

かんのほうで調査研究するものに対して、なかなか金も出せない状況の中で、品種育成

のほうに少しずつ蓄えてきたと思います。そういう中において、あなた達はお金はたま

っているじゃないかと、使っていないじゃないかとそれで減額しますよという答弁だっ

たと思いますが、そこはちょっと違うのではないかと思いますがどう考えますか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 お答えいたします。 

当初はうまいみかんづくり推進協議会等の柑橘育成会等があったわけですが、柑橘育

成会がそういうふうな試験的な取組みをされていたということです。柑橘育成会のほう

にうまいみかんづくり推進協議会のほうから補助をしていたという経過になっています。

現在は先程答弁しましたように、活動が部分的に停滞していたというのは事実です。積

み立て等に回っていたのも事実ですし、決算状況も計画に対する実行がうまくいってな

い部分がありましたので、うまいみかんづくり推進協議会も柑橘育成会もこれはそのま

までは良くないと各団体からもそれは良くないから、一つにまとめて統合してやってい

こうというようなことで、うまいみかんづくりに現在は一本化しているという経過にな

っています。 

それから太幸の許諾料の件ですが、平成6年に許諾料が 2,000 千円、15年に更新をし

て 5,000 千円払っているわけですが、これは現在うまいみかんづくり推進協議会のほう

で許諾権を持っています。この件についてもいつまでも許諾を更新するべきか、それと

も開放してもっとたくさんの方々に太幸を作ってもらわないと一般消費者にはもうつい

ていけませんよという話が会議に度に出ています。そういうことを含めまして各団体の

方々に意見によって、計画等を見直してきているのが事実です。また私たちもそういう

ふうな意味では、確かに現在の太幸が80トンの目標、それから 120 トン、ことしが 150

トン、目標達成率がそれによっては低くなっています。そういう意味ではもっと多くの

方々に作ってもらって消費者に喜ばれるようなみかんづくりも必要ではないかと思って

おりますし、このことについてはうまいみかんづくり推進協議会の中で検討していきた

いと思っています。 

○吉田委員 

 もう一つ、太幸について質問しますが、以前太幸の苗を作った時に中々太良の生産者

に行き渡らないで、中々太幸の苗が売れないという状況があって、3 年以内の太良町が

補助をするという状況があってクリアしてきたと思います。そのときに、どうせみどり

で鹿島とも合併するんだから町内だけじゃなく鹿島のほうにもやったらどうかという話

になって、その時点では鹿島のほうにも売り込みを掛けたと思います。それが現在は、

色々な話を聞きますがもう太良町からは出しませんよという話を聞きます。どこでどう

なったのか知りませんが。すでに鹿島のほうにも太幸は入ってはいます。太幸という品

 43



種はよか品種だ、しかも太良だけにしかなかよという状況の中で販売が出来ていけば最

高にいいのですが、それに似通った品種、それに似たような品種はいくらでもあります。

そういう状況の中で勝っていくためにはやはりロットが問題ですね。例えばデコポンが

出たよと、どっかの隅々で売っても何もならないで、日本いっぱいの人があれはデコポ

ンだと知るようになって初めて売れていくと思うんですよ。知って初めてあれはうまか

もんねという話になると思います。デコポンでも色んな名前で出ていました。そういう

ことでは同じものが出ていても名前が違うので中々わからない。それでデコポンで統一

をしたんですが、そういうことで太幸ももう少しロットを高めて、東京都内色々なとこ

ろに出して多くなったほうがもっと伸びていくんじゃないかという気がします。 

例えば、佐賀県の佐賀牛、苺の佐賀ほのかでももう県外に放出しています。そういう

状況もありますが、今の太良だけでやっていくのがベターなのかよくわかりませんが、

出来たらみどり管内くらいはやってもう少しロットを増やしたほうがいいのではないか

と思います。どう考えますか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 おっしゃるとおり、今の太幸の苗については1年生の苗、2年生の苗、3年生の苗、需

要供給のバランス等々あったわけですが、現在はそれなりに生産が軌道に乗りまして量

的に出るようになってきています。その中で、苗の許諾をいつまでもここで持っておく

のか、それとも外にも出していくのかと、関与するのかということでは農協の合併問題

とも絡んで、結局管内ぐらいは開放すべきではないかということが当然前回の幹事会で

もありました。最終的には 15年の 12月ですけれども、これまでは許諾での方針をやっ

ていこうと、今度まではやっていこうと。その時も開放していかないと広がっていきま

せんよという意見がたくさんありました。しかし、その中で更新をしている状況です。

逆に言えば、いさお早生なんかはだいたい鹿島で植えていたわけですが現在は太良町の

方にも300人ぐらい植え付けが入っています。そういうようなことで産地となっていく

ためにはそれだけ植え付けを広げていかなければならないわけですから、太幸も許諾料

の開放は、今度の更新の時期が来れば当然ながらそれは話し合いの時期になると思いま

す。それがブランド化の大きな課題になってくると思います。それから先程の岩島委員

の推進協議会の決算ですが16年度の決算を言います。 

○岩島委員 

 繰越だけでいい。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 16 年度の繰越金は収入の部で 388,953 円です。しかしこれは関連ですが、先程私が繰

越金と積立金の問題を言いましたがこれは関連しているので言いますが、16年度の繰入

金として 2,684,600 円繰り入れています。これが私が先ほど言った積立金として残って

いるとこれは積み立てるべきじゃなくて、うまいみかんづくり等で使用していく予算で
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はないかというようなことですが、これが積立金として別口座に入っていましたので、

現在はこれを 16 年度で繰入金として 2,684,600 円を入れています。その結果、16 年度

の決算では支出のほうで・・・。 

○岩島委員 

 支出は関係ないのでいいです。私が聞きたいのは、うまいみかんつくりで積立金なり

なんなりしていたんでしょ、何百万か。そしたら繰り出したりして現在の積立金がいく

らで 17年度に繰越する予算がいくらかという事を知りたいのです。中身についてはちゃ

んとしているはずなので。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 現在は許諾金の積み立て等はしておりません。 

○岩島委員 

 ゼロ。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 はい。 

○岩島委員 

 そうすると今、17年度の繰越は 388 千円ということですか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 繰越金はそうです。 

○岩島委員 

 そうすると17年度はこれに 450 千円足したものが予算という事ですか。それを聞いて

いるんですよ。まだ残ってはいませんか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 基本的には町の負担金が17年度は 450 千円という事です。 

○岩島委員 

 そうすると17年度の予算は 450千円と 388 千円ですかと聞いているんですよ。外には

ありませんか。積み立てとか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 388 千円は 16年度に繰り越した金額ですから 16年度から繰り越す金額は、2,842,765

円です。 

○岩島委員 

 なんて、繰越全部でいくら。2百何万円を繰り入れしたといったでしょ。それは16年

度ですか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 15 年度から 16年度に繰り入れた分です。 

○岩島委員 
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 そして 2,000 千円繰入してその金が残っているかどうかという事を聞いているんです

よ。そうするとまだ2,800 千円も残っているという事ですか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 そうです。 

○岩島委員 

 そうすると極端な言い方をすれば 4,000 千円、5,000 千円あったということですか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 いえ、15 年から 16 年に繰入金として 2,680 千円繰り入れているわけですよ。これが

だいたい許諾料等の積立金というふうになります。これはそのまま16年度もそのまま繰

越になっています、予備費で入っておりましたから。そのまま17年に繰り越すというこ

とです。16年だけ繰越金と繰入金と統合したため柑橘育成会からですね。 

○岩島委員 

 そうすると 16年度末の繰入金と残金がいくらになりますか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 残金は 2,842,765 円です。 

○岩島委員 

 それに 17年度の 450 千円が入ってくるわけですね。先程、吉田委員からも出ましたよ

うに苗等の種子が出たときの許諾金とか何とかが最低2,000 千円ぐらいいるだろうとい

う話もあるようですから、それを積み立てていたのが2百七、八十万ぐらいあったとい

うわけでしょう。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 そうです。 

○岩島委員 

 それを全部今度はうまいみかんづくりのほうのお金のほうに使ってしまうんですか、

どうですか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 基本的にはうまいみかんづくりと柑橘育成会を統合しましたから、2 つの事業をする

ようになります。だから、うまいみかんづくりの分も今までどおりもちろんしますし、

柑橘育成部会の分はうまいみかんづくりの中に部会として残していますから、その中で

試験等は今までどおりやっていくということです。その点予算を統合した分は、その分

を自由に使って良いとうような手立てになってくると思います。予算的には現在は不足

しているという状況にはありません。 

○岩島委員 

 そしたら今までうまいみかんづくりで色々試験等をされた、あちこち委託して、その

データはありますか。あったらそれを公表してください。 
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○農林水産課長（金子武夫君） 

 このデータについてもですね、部会のほうでいつも整理をしています。この育成会は

それが目的だから、ちゃんと資料を作って使えるようにしてくださいと。そして、それ

を農協なり果協なりで推進活動に使ってくださいということを常々言っていますので資

料はあります。簡単に言いますと、内容的には高品質果樹生産、それからタイベックマ

ルチとか、樹勢維持の方法とか、品質向上、点滴かん水、でこマルチ、ナギナタガヤと

か高畝栽培、だからこういうふうな高畝栽培なんかも研究の成果が町でこれを取り上げ

て太幸早生の増産対策に近づけたと言うふうになっています。 

○岩島委員 

 今高畝の話が出たんですが、私のところも実際高畝をやっているわけですね。そいで、

あえて言うのは、高畝を推進してそういう特殊なみかんを作っていかないといけません

よという事で進めたんですが、今のところ 4名なんですよ。一つも進んでいきません。

太幸の補助を出してして、していく場合にですね、やっぱり私たちのような方法でする

と補助をやるよということをしないと、そのまま植えっぱなしの苗、それから植える管

理費に助成をしたって、今見て回ってマルチをしとらん太幸はもう役に立たない、はっ

きり言うて。だから、マルチも出来ない、しもしないのに太幸を植えさえすれば良いと

いうようなやり方では今後だめだと思います。その辺も、助成をするなら徹底した指導

をしながら、それに見合った商品が出来ないのであれば助成をした意味がないと思いま

すよ。だから、うまいみかんづくりでそういうようなことを研究することにお金を使わ

ないと、私があえて言うのは、太幸を売りに行ったりする費用はこれから出していると

そういうことに使う金がなくなると困るので、そっちはそっちで使ったらどうかという

意見なんですよ。しかしあえて、今あなたの質問でいけば、委員もおられるので今後そ

ういうやつは研究をしてもらって、いかに太幸を良いみかんに作っていくかの指導を徹

底的にやり、それに対する助成を考えていかないと助成をするばかりでは何の意味もな

いと思います。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 太幸早生については太良町で生まれたみかんですから、町も最大限予算的にも努力を

しているわけですがまだまだ問題点等がたくさんあると、しかしながら先ほどの実績に

ついても儲けを確保、計画出てきますけれども実績が少なかったという結果2,000 千円

の不用額が出たということが事実です。うちの担当の竹下も来ておりますから太幸早生

の問題点、推進するに当たっての意見を少し発言させます。 

○農林水産課農政係（竹下清信君） 

 16 年度の補助事業の予算残が出た大きな理由としましては、台風災害によって一般生

産者の自己負担というのが必要になってきますが、その負担金等についても難しいとい

う点のあったのが大きな理由です。それと合わせて、太幸早生というのは基本的に岩島
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委員がいわれたように完全マルチ被覆がどうしても必要と、個人が太幸早生のマルチ被

覆をしようとした場合に、作業能力的に面積が限られてくるという事で規模拡大が中々

難しいという点もあって、現場のほうでは推進が若干進まなかったという点があります。 

○吉田委員 

 この太幸早生に限らず、太良町は農業関係に力を入れてもらうというのはよそと比べ

て大変良いことで、しかも太幸早生には町長も一生懸命になってやってもらってよそに

誇れるくらいあるわけです。「あなたのところは良かね」と言われるくらいにあります。

出来るだけそういう形でやっていかなければならないという気はありますが、最初は許

諾をされたときに最初は 2,000 千円でしたね。その後は 5,000 千円でしたんですか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 500 千円です。更新料です。 

○吉田委員 

 何で 5,000 千円来たのかとびっくりしました 500 千円ですね。 

○岩島委員 

 5,000 千円というた。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 あっそうですかすみません。 

○吉田委員 

 びっくりしました。5,000 千円出すくらいならなぜ権利を買わんかいと。権利を買っ

たらもう許諾は要らないんですから。許諾もまた問題で、許諾はどこにもしていいんで

すから、町にしていてもどこかの苗木屋さんにしてもどこでもいいんですから。権利を

持っている人はいくらでも金が入ってくるわけですから。ただ彼が「もう町にしてるの

で色々してはいけないので」と言ってくれるのでですね、こういう風になっているんで

すが。さっきからロットを高めないといけないという事を言っているんですが、例えば

鹿島に出す場合も、その許諾料を上乗せして、太良の場合はこれだけで良いですよと、

でも鹿島の場合は許諾料を上乗せするよという形で出せば、それが入ってくるのでそう

損するものではないと思います。しかし、鹿島でももう進んで行ってますからね。それ

で、うちで止めてもどうにもならないであろうと思います。それから、今苗木を委託で

作られていると思いますが、それは値段はいくらで何本頼まれていますか。 

○農林水産課長（金子武夫君） 

 許諾料の上乗せについては 14年、15年、16年と 3年間ありますから、そういうふう

な過去の経過を踏まえて関係団体と協議をしていく必要があると思います。それから苗

木の委託ということですが、現在は苗木の助成から変えまして、先程言いました太幸早

生増産対策に切り替えています。苗木の委託のほうは町では事業は実施しておりません。 

○町長（百武 豊君） 
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 今太幸の問題が惹起していますが、やっぱり、木原君の家で突如として出来た太幸。

これを苗木屋に言って育てさせたところが、3 年生になっても苗木が売れないと、困っ

て僕を会長に祭り上げていて責任だけ取らせるとかということがありますが、何にも報

告を聞いていなくてしかりつけた事がありますが、苗木屋がよそに苗木を売るのをよか

かと言っていると、それはいかん 3年木ならそのまま 3年木で補助をやって安く売って

やれと言うのが始まりです。ところが、鹿島にも流して良かかということが最初来たか

ら、何のために太良の太幸というものを作ったのかと、太良でしないのなら合併しても

それぞれの選果場の優秀なうちはこれがあるというのがあるはずだと。なんにもせんと

なら叩き切ってしまえ、太良がしないのなら、と言った事があるのは事実ですよ。それ

が鹿島には流さんと言った元ですけれどもね。しかし、合併したから、この間も竹下委

員から聞いたけれども、その論理はこれから通っていかなくなると。 

佐賀牛があるように佐賀牛は佐賀県全体に佐賀牛があると。やっぱり佐賀美人という

のは佐賀全体の佐賀美人だから良いやつをその代わり入れると。今、岩島委員からあっ

たけれども、露地に高畝もせん、マルチもせんものを太幸でございますと威張って作っ

てもらっては困ると思うわけです、価値がないから。これは佐賀美人には入れてはいけ

ない品物だと思いますので、それでは二束三文にしか売れないと思いますからね。マル

チと高畝をやって、そしていわゆる佐賀美人に入れられるやつを作って欲しいといのが

原点にありますからね。やっぱりやる気のない人には補助はやってはいけないと、平坦

地のやつには。 

最初東京に行った時にマルチは30トン出してうちの市場にもくださいと 10社ぐらい

が入ってきて、来年こそはうちにもくださいということがあったから、その帰りに、  

農家と、農協と果協とが話して補助制度を作り上げろと言ったのが原点だけれども、そ

のときは 12月 15日までに出せるみかんを作ってくださいと要請があったから、それな

らやはり高畝とマルチしかないだろうという事でやったのに、やはり露地のほうまで補

助をもしやっているとすれば、これは誤りであると思いますから、そういうことは避け

てもらいたいと。一生懸命やるところに補助はしてもらいたいと、高畝を作るのに金が

要りますといったから高畝の補助もしなさいと言った覚えがありますよ。やっぱり機械

を入れる時にはそういうのも補助をしていいんじゃないかとかありましたからですね。

佐賀の太幸にならないといけないという考えを変えてするならばですね、そのようなこ

とをしなければならないと。ただ、みどり農協の本部に行ったら、上野という品種を食

べさせてもらった、これがまためちゃくちゃうまかったから、これはうまいなと言って

帰ってきて、これを言ったら、こんなうまいのはないなといってほめたら農協長はびっ

くりしましたと言っていたけれどもね、やはりうまいのは佐賀美人として出すように、

うまくないのは佐賀美人として出したらイメージが悪くなる。 

ことしも太田市場に行ったけれども、やっぱり売れ残っているのは、長崎のみかんと
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愛媛と熊本だと。700 円にしても売れないと。この前行ったときに今日の競りでは 2 万

箱残ってますと言ったけれども、今度は10万箱売れなくて残っていますと。どこのみか

んですかと聞いたら長崎と熊本と愛媛だと。佐賀のは売れてしまいますよという事だか

らこういう佐賀のイメージをどんどん作り上げていかないといかんと思いますから、や

はり太幸の指導については、今岩島委員もいわれたように、吉田委員も言われたけれど

もやはりやる気のある人には助成をして増やしていくと言うことが本当だろうから、や

る気のない人に無駄な補助金を出してはいけないと思う。 

○総務課長（佐藤慎一君） 

 先程の木下委員の質問の答弁漏れですが、町外居住者を言います。役場の本庁で 7人、

病院が 17人、合わせて 24人。 

以上です。 

○木下委員 

 当然この人達は太良町には住民税というのは対象にならないと思いますが、例えば町

内に空き家があってもそこには住みたくないと。いくらでも大浦あたりにも空き家はあ

るような状況ですが、それからまたそういった状況で、野崎あたりにも若者定住という

事で町のほうで最低価格で造成もし、推進をやっていますが、現在においても、はや年

月もある程度超過しているわけですが、23 区画の中で約半分強、後の 11 区画は残って

いるという状況ですが、そういった町また病院の職員の方のいろいろな都合もあるでし

ょうが、そういった方の内容も都会のほうが住み良いとか、いろいろあると思いますが、

もう少しその辺の指導は出来ませんか。どうですか。 

○総務課長（佐藤慎一君） 

 現状を説明します。役場の7人のうち女性が 2人と、そのうちの 1人は最近の条件の

ときに住所要件がないと資格要件ではいっていると。要するに保健婦さんです。もう 1

人は結婚をしてもともと町内に住んでいたけれども旦那さんの都合で町外に居住という

方です。男性5人の内、すでに町外に家を作られた方が2人、ひとりの方は奥さんの都

合で町外と。後の 2人の方が、今住宅を探して町外に求められたと、いずれは太良のほ

うに帰ってきて新築等されるのかなと思います。そういうことです。 

○木下委員 

 やはり財政の確保をする上ではそういったことも町民からの目線も非常にあるわけで

すね。私も聞かれてどのようにしているのかと言われるものだから、あまり感心しない

質問ですけど、町外に住んでいる人について、町民に説明をするためには質問をせざる

を得ないという状況でお尋ねをしている状況です。 

○町長（百武 豊君） 

 今委員が言われたけれど、区長会の中で議員との話し合いの中でも出たことですよ。

役場に勤めていながらよそから来ているという事は通勤手当をカットしてはどうかとい
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う話が出たり、理由があってよそに行っている人もおりますよ、よそに行っている人に

も今朝直接話したこともあるけれども、こういう話があったんだということをいってい

るけれどもね、やっぱり太良町に勤めているのならば太良町に税金を納めて欲しいとい

うのが尋常にありますからね。そういうのもこれから行革の中で検討していかざるを得

ないのかなということが１つ、それから昨夜も出たのは役場の職員の自動車で来ている

のは駐車料は取ってないのかと。よその役所でも取っているところはあります、そうい

うことのついても段々段々町民の目が厳しくなってくると。昨日の話では勤務時間にタ

バコを吸うところにいるのはおかしいんじゃないかというのも事実ですからね。そうい

うことから、やっぱり住民の手本だと言われるような職員にならないといけないと思い

ますから、そういった面では財政面と両方構えて、これからひとつみんなで構えて、み

んなで話し合って役場の職員が立派にちゃんとやると住民も必ず理解をしてついていた

だくという姿勢がこれから求められるものであろうと思いますから。そういうことを考

えていかなければならないと思います。 

○助役（木下慶猛君） 

 町職員についてもそうですが、逆に太良町の場合には職場がないものですから、太良

町から鹿島に行ったり塩田に行ったり、佐賀に行ったりするわけですよね。ですからこ

ちらの一方的なことばかり言えない訳です。まず居住権というのもありますから。太良

町の住民が塩田町役場にも行っている方もいるわけです。もうひとつ駐車場についてで

すが、だいたい公民館のほうを使っているわけですが、もし料金を取って、そしたらそ

の人の権利がありますからいろんなイベント等の時も困りますし、外の人が止めていた

ら退いてくれなどと町がしなければならない。結局そこに整理というんですか、そうい

う人も置かないといけない。そういう時にどうなるかという事も考えたわけですが。雇

うとなると人件費もかかりますし、そこら辺は難しいと思います。だから一概にこうし

ますとは言えません。 

○木下委員 

 助役の話もわからないではないですが、やはり仕事上で町内に住んでいて仕事は武雄、

嬉野に働いて町税を納めてもらうという事は歓迎する事であって、それはこっちに置い

といて、町職員というものはやはり、町民の指導的立場にある人達がいろいろな事情が

あるにせよ、今からの若い人達は都会のほうが住みやすいのだから田舎には空き家はあ

ってもそこには住みたくないという状況ですから、規制をしないとどんどん町外から通

勤してくるようなことになれば大変な事になると。そういうことが例えば町税でんなん

でん滞納、未納にも繋がる経緯も出てくるって思うんですよ。その辺も執行管理者とし

ては言いにくいことでもあろうかと思いますが十分検討してください。 

○助役（木下慶猛君） 

 はい。強制は出来ませんが。 
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○岩島委員 

 助役の駐車場の問題ですが、私は 2、3日前、役場のＯＢニ、三名から、昔私たちが勤

めている時、元の役場の時には、駐車場を抽選でして、そしてそれ以外の人は野口さん

の駐車場にお金を払って止めた経緯があるじゃないかと。だから、今の役場職員は近い

人も全部車で来るので駐車場がいっぱいしていると、若干の使用料、今言われるように

番号を決めて、ここがあなたのというように抽選して決めてしていた。そういうのじゃ

なくて良いから今止めている人から 500 円でも 300 円でも職員は駐車料金を納めて止め

ているんですよと言う方向に話をしなさいと、あなたはＯＢでもあるのでといわれた。

それは決算委員会で話をしてみましょうと思っていたら、いきなり昨夜その話が出たの

で。ただ、駐車料金を取るというのは大変ではあるけれども、職員も例えばある人が佐

賀の会社に行っていて会社に止められないので月極めの有料駐車料金を払って会社に行

っているという人もいるわけですよ。そういうことから考えると若干はやむをえないか

なと。それと、その当時は 2キロ以内の人は自転車で来いとか、駐車場の抽選に権限を

与えないとかやった経緯があるわけですよ。しかし、今の場合はああいった場所がある

からそれはしなくても良いと思いますが。やはり駐車するのには職員は駐車料金をいく

らかでもやって止めていますよという話し合いをしないと町民感情があまりよくないと。

うちのＯＢがこれは言い出したことですから、だから私は決算委員会で提言はして見ま

しょうと。それは強制は出来ませんのでといっておりますので、検討してくださいとは

言いますと約束をしていますので、ひとつ検討はしてみてください。 

○助役（木下慶猛君） 

 それはもう私も、駐車権利がなかったから抽選する前に野口さんに一区画借った経験

があるわけですから。 

○恵崎委員 

 実績報告書の 57 ページの文化財保護費の歴史資料館と図書館のところでちょっとお

尋ねします。この前、歴史資料館の事も聞いたとですけど、入場者数も前年度より 4百

四、五十人も減っています。それで、文化財の保護とかなんとかは確かに重要な役目で、

それから民芸保存育成補助金とか、民芸保存事業費補助金とかこういうのは絶対必要と

思いますけれども、果たして歴史資料館そのものを毎日開館する必要があるのか、この

前の教育長の説明では、だいたい今は小学校とか中学校が団体で来るのが多いというよ

うなことを言われたと思うとです。減ったとはいえ、16年度も 3,000 人以上は確かに来

ているんですけど、私の感触では、あそこに館長と臨時職員がいますが、極端な話、入

場者をチェックするためにいるようなものじゃないかなと、極端な言い方ですけど。そ

の辺は大橋図書館の館長さんと兼務という事ですから、文化連盟などの事務とか確かに

必要でしょうから当然せんといかんですけれども、そういうのもしかし図書館もあるし、

その辺で、私が言いたいのは需用費などがいるわけですよね、開けている以上は。開け
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ても良かとばってんが、果たしてあそこに毎日おらんといかんとかなというところが疑

問ですけれども。建物自体はおってもおらんでも、去年修繕費などが出ているのは当然

管理はしなくてはいけないのですが。それと図書館と関連で言うと、図書館に今正職員

方が 1人いますが、個人的にどうのということではありませんが、そこも司書補とかの

資格を持った人の嘱託で出来ないものだろうかと。館長も別におられる事ですし。課題

だと思う訳ですよ。数字を言うと、文化財保護費のところでも委員報酬とかは色々居ら

れるのでそれを除いて需用費とか除いて 3,000 千円ぐらいいっています。助成金とかを

除いてですよ。全部で 6,700 千円ぐらい決算額が出てますが。財源確保というのは確保

もですが、こういう節減も同じ効果は効果ですから。 

○教育次長（川瀬勝芳君） 

 この前の決算委員会で質問があった続きかと思いますが、この前言いましたように人

事のことにつきましては私のほうからは控えさせていただきまして、町長のほうからの

答弁に致しました。相当な人件費削減ということで、行革において教育費の削減をされ

ていますので、そういった上でこの人件費関係を協議しております。館長については大

橋記念図書館との兼務ですので、賃金の削減という事で教育長との話はしてはおります

けれど、私のほうからはこうしますという答えは控えさせていただきます。 

○町長（百武 豊君） 

 今委員が言われるように、今は独立独歩の時代だから今が一番タイムリーですよ。こ

ういうときにしないと機会がない。一番契機が熟している時ですよ。出来るものはなる

べくピシッとしたほうがいいと、ズルズルはやりにくくなりますからね。やるなら今し

かないと思いますからね。 

○恵崎委員 

 前向きな答弁をいただきましたので、新年度からでもですね図書館は臨時の方でも十

分だと思いますし、確かに今充実した活動をされてますが、資格を持った臨時の方で十

分だし、館長は館長でいるわけですから。法的に必ず図書館は正職員でなければならな

いという事はないのでしょう。 

○教育次長（川瀬勝芳君） 

 公立図書館には専門職を置くようになっています。 

○恵崎委員 

 専門職というのは必ず町の職員でなければならないのですか。 

○教育次長（川瀬勝芳君） 

 必ず町の職員という事ではありませんが資格のある方ということです。 

○恵崎委員 

 ぜひ、そういうことでチャンスと言われたので。 

○町長（百武 豊君） 
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 歴史資料館については誰も居ない訳にはいきませんので、可能な限りその辺は＿＿し

ていくべきだと思います 

○恵崎委員 

 歴史資料館は、開ければ誰かが貴重なものを持っていったりする可能性がありますの

で、小中学校が学習のためと言ったら事前にわかるわけですよね、そのときは当然開け

て、館長が説明をされてよかし、図書館に居るので。ただ、そうする限り、閉鎖した場

合に一般の人は不自由ですたいね、それは確かに。もう長年開館してきているので、果

たして毎日開館している必要があるのかという、学校なんかはあらかじめ連絡があるで

しょうから。 

○町長（百武 豊君） 

 まあその辺は、検討してみたいと思います。 

○吉田委員 

 再三未納についての質問をしますが、誰に聞けばよかかわからんですけど、この中で

税金関係については不納欠損であげてありますが、他のものについてはそのままになっ

ていますが、どこら辺の整合というかそういうところはないわけですかね。 

○助役（木下慶猛君） 

 それはそれぞれ法律に基づいて税は 5年ということでしょう。私たちは手数料につい

ては 2年とか色々聞いていますが、それぞれあると思います。この前病院のときもいっ

たと思いますが、請求はやりっぱなしで、それについても効力があるのかということを

検討したんですが結論は出ていませんが、それぞれ各課から説明を受けて対策を立てて

いる訳です。当然時効というものはあると思います。そこらへんで、この間、水道では

何年分についてはということで皆さんに了解をもらったわけですが、それぞれ時効はあ

るものですから。落とすについても、再検討するということでやっていきたいと思いま

す。 

○吉田委員 

 そこがバラバラで、やるところはやる、やらんところはやらんという状況なので、そ

こはどの部門も必要なところがあるだろうと思います。そこは監査委員の意見はどうで

すか。 

○監査委員（土井康彦君） 

 時効等についての内容については法的に研究しなさいという指摘はしておりますけれ

ども、例えば、給食センターの給食費等についても監査委員としての意見は申し上げて

おきます。というのは、育英資金ですね、あれは当然借り受けたときは、保護者または

保証人の負担で納付義務を負わされていますが、借り受けた人が学校を卒業して一般社

会人になったときには借受人じゃなくして生徒だった人からも徴収をしている経緯があ

ります。ですから、給食費も一般社会人、古いのは 50何年からあるわけですから、そう
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いう人たちは当然社会人になっているわけですよね。そういう方法を法的に勉強せんか

と。この前も未納の件で、給食センター所長に質問があっていましたが、この前指示し

た成人になった人達の取り扱いというのは検討したかと聞いたら、していないという話

ですもんね。私達は常に当事者に対しては公正公平を常としなさいよ。納めんで人が得

するような人が出ないような方策を取りなさいよというような指導はしています。 

○木下委員 

 その給食費滞納の件ですが、センター長は出向いとらんと、しかし教育長は大分努力

をしているというような答弁でしたが、これは他の税金と違ってこの給食というものは

子ども達の加入した分で運営しているのが給食事業だと思います。そして、この滞納を

このままにしていけば給食事業が閉鎖に追い込まれるのでないかと、やらん人が得でと。

やはり給食問題は別として、次長、ですね、センター長を交え強力に徴収をするような

方策をとっていかないと、それからまず私が言いたいのは、給食費を払わないところに

は家庭にも通達をしてもらうとか、子どもにも弁当を持ってきなさいと。やはりお宅の

ように滞納されると、善良な子どもに大きな負担が掛かっているということで当然出さ

れませんというような事を指導するべきではないかと思いますが。どうですか。 

○教育次長（川瀬勝芳君） 

 今日は給食センター所長が欠席しておりますが、給食運営委員会の方で充分な協議を

今までなされておりまして、運営委員で今まで徴収に回っているところですが、1 年ぐ

らい前からだったと思いますが、ＰＴＡの方も一緒になって応援ということで徴収した

経緯があったと聞いています。そういうことで、再度給食運営委員会において先程委員

が言われたように努力してもらうように伝えたいと思います。 

○木下委員 

 給食運営委員会というのはこのとおり発足されておりますが、本部の役員にどのよう

な状況かと聞いたところ、年度末3月に 1回ぐらいの徴収ということを聞いています。

これはまたぜひ1学期、2学期、3学期、期末ごとには徴収しないと、6年生の 3月にな

ると中学校になるから相手にされないとか中学校3年生の期末になるともう相手にされ

ないとかそういった話も聞きますから。 

そして、今までの経緯として卒業した子ども達に請求すれば、あれは親の義務教育や

っけん親から取ってくださいとか、親は子どもは一人前になって働きおっけん子どもか

ら取ってくださいと。あっちこっちにたらい回しにして、今日までこういうふうにして

益々増えるばかりやなかね。幸いにして行革で前倒しして協議をしている中で、そして

また太良町の状況が年々衰退する漁業、農業の今日だから、そしてこのように払わない

人を見逃すという事はとんでもない事ですよ。なぜ弁当を持ってこさせないのかと。給

食事業はあなた達のためにやめないといけませんよというような強硬な対処をしてもら

わないととても納めはしない、今まで納めてないんだから。その辺の決意をそれはセン

 55



ター長もあなた達の教育委員会の分野として指導が必要だと思います。 

○助役（木下慶猛君） 

 前にも言いましたが、もう今の段階では平常業務に追われて中々徴収に回る時間も出

て来ないから今の時期には法的な手段をとらないといけないだろうと。そのためには徴

収の対策の専門部署をそういうやつを作る時が来てるのではないかと言うことで、未収

金対策の時には打合せをしているわけです。今後どうするかというのはまだ今から話し

合いをするわけですけれども、皆さんの意見としてはですね。私は例えば税務課だった

ら盆と正月、年度末ということで行っていたわけですが、もうやはり年が明けたら残業

残業で行けなかったので、年前にしていたわけですが、私の経験上ですが、皆さんは御

用納めが28日という事を知っているものですから、特に私には30日の晩 7時に来いと

か、31日の 5時に来いとか言われたものですから、行ったら「あら本当に来たとね」と

いう言葉がヒュッとかえって来ていた訳ですよ。という事は周りの人は御用納めと知っ

ているものだから行ってなかったわけですよね。「約束だったので来た、借ってこじゃ」

とその時は強く言われるものですから、そういう強い手もやったものですからね。結局

押してもだめなら引いてみなでやったわけですが、もう今はそういう時代じゃなくて今

は法的な手段をとらないと見せしめという事じゃ悪いですけれど、やはりしないとだめ

じゃないだろうかという事を打合せをしました。今後検討をさせてください。 

○木下委員 

 助役が言われるように、公金的にはそういった対策でやってもらうと。しかし、給食

のほうはＰＴＡという関係者も十二分に役員として給食運営委員として出ていらっしゃ

いますから、校長はじめ、その人たちは緊急にでも集まってそっちはそっちで努力して

もらうべきと思う訳ですよ。 

○助役（木下慶猛君） 

 私が今言ったのは町に債権があるものですよね。給食費は委員会のほうですから私は

手は及ばないとこの間言ったでしょ。 

○木下委員 

 そっちはそっちでひとつ努力をしてください。 

 以上です。 

○教育次長（川瀬勝芳君） 

 先程言いましたように、今日指摘があったことを運営委員会に十分伝えたいと思いま

す。 

○岩島委員 

 給食費の滞納の事ですが、ある部落、平成12年度も 13年度も 14年度も 15年度も 16

年度もというふうに滞納の部落があがってくるわけですね、そして、人数も変わらん。

10人なら 10人ずっと。ということは、そこの部落の人が平成 11年ぐらいからずっと払
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っていないという事ですよ。やはりそこは部落的な問題もあるようですね。だから自分

だけじゃない、10何名も居る訳だから 18名も 20名もいるから、という事になってしま

っているんじゃないかという気がしますが、そこのところも運営委員でもう少し論議を

して、この部落はこれだけずっと変わっていないという事で進めていかないといけない

と思いますがどうですか。ずっと同じ人間なんですよ。 

○助役（木下慶猛君） 

 これも前皆さんに報告したと思いますが、例えば私が税務課の時に行ったら「さっき

家賃をやったもんね」と言われるのでたぶん同じ人とだろうと思うんですよね。でも、

私たちはこれだけしかわからないわけですよね。だから今の時代は先程も言ったように

寄せ集めて専門的なことをしないといけないのではないかと言ったのはそこなんですよ。 

○吉田委員 

 私がお願いしたいのは、各課の課長は、一生懸命頑張って何とか入るように努力をさ

れていると思うし、今後もまたそうされると思うんですね。ただ、どこかでは不納欠損

で処理してしまう、どこかではいつまでも残る、そういう形がですね、やはり自分があ

まり責任がなかとに、後でそこに課長で人事異動でいけば、それでかなり溜めたれて、

という状況が続いているわけですよね。そこら辺もう少し整合性が取れたものにすべき

じゃないかということをお願いしたいと思います。 

○田口委員 

 この不納欠損金の問題で、未収金の徴収に初日から熱心に審議をしてきたんですが、

今助役が言われたように、全課に＿＿を作って、対策委員会等で専門的にということで

したが、同時にいつごろまでにそういうことをピシッとして、そしてそれが学校給食は

ＰＴＡとか給食委員会がありますから、そこでどういう取り組みをしろというスケジュ

ールを作っていただいて、もちろん、＿＿は当然必要だろうと思いますし、だからその

スケジュール表を作って、全体として、例えば不納欠損処理については、総額的に、も

ちろん一般会計もあっばってん、町税もありますが、国民健康保険税もそんかっこ 16

年してあるわけでしょうが。だから、今滞納してある中で、3 カ年計画ぐらい作って、

その中で取り組むものは取り組むという、さっき午前中も桑原税務課長が具体的に取り

組みをしていると言ってましたが、ああいうスケジュールを作ってもらって、そして全

体としてチェックしてこういう場合にはやむを得ないから、この辺で膨らんどる不納欠

損処理しないと仕方がない、それは町長の決裁で出来るはずですからね。そういうスケ

ジュールを作って、それぞれが報告義務というか取り組みの姿勢とかきちんとして、さ

っき土井監査委員も言われましたが、ぎゃんとも勉強せんかいと、給食費についてです

ね、してないところもありましたが、そういう意志統一を図るスケジュールを作って、

定期的にそういうこともやるし、年に2回でもいいので、こういう取組みをする、取り

組みますという、結果的にはこうなっとりますというのをぜひこのあたりをですね、た
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びたび言わないでいいようにピシッとしたスケジュールを作ってもらいたい。 

それからもう一つは、時間外勤務手当について色々検討されましたが、私が5カ年ぐ

らい調査してみてですね16年度 13,232 千円実際出してあるわけですよね。12年ごろは

26,000 千円、当初予算よりはるかに多か実績が出とったわけですよ。5年ぐらいしたら

半分ぐらいになっていると、そういう厳しい中でチェックされて、もちろん今は事務管

理されとっけんが、長い目で見れば半分ぐらいになっている実態もあっけんですね、そ

ういう努力をぜひして欲しかと。 

それから、桑原課長が午前中の答弁で、基本的に現年度ゼロの徴収に努力するのだと

言われましたが、最終的には不納欠損処理するか何かして整理するものは整理して、残

れば、前年度翌年の3月 31日までにゼロにすると、それが最終目標やっけんですね。そ

うすると場合によってはこんな厳しかときですから、滞納する前の生活指導というのが

役場自体で出て来るのではないかと。払うほうの立場でこうしませんかという指導を全

体でしてもらう。町長が痛み分けといつもいわれるのはそのことだろうと思います。足

を現場に運んでこんなにきついのならこうしなさいという生活指導をやっていれば必然

的にゼロに近い状態が出てくるんではないだろうかと思います。そういうスケジュール

を作って助役さんね。そして全体で取り組むということを今回はやっていただきたい。 

○助役（木下慶猛君） 

 今言うようにですね、これは 10月に開いたばかりですので、そういうことが出たもん

ですから、まず、現在はその滞納者のちゃんとした名寄せを作ってみてですね、それか

ら入らないといけないので、すぐぱっとは出来ないので、そういうことでですね。さっ

き言ったように、私は税務課が長かったものですから、結局、家賃とか水道料とか全然

わからんで自分だけ行っとったわけです。ですから、そういうものを全部まとめて専門

のスタッフを作ってですね、それにはまる時代ではないだろうかということを今言った

わけです。どうするかは今から検討するわけですけれども、とりあえず税務課のほうに

は当然これが一番あれですから、名寄せを作ってくださいということで言っているわけ

です。私の経験から言うと、例えば行って留守なら留守で良いわけですよ。そして、何

月何日どう言われた。応対は誰がした。ということをずっと書いておくわけですよ。そ

ういうことでずっと話し合いをしながら、一辺で駄目ならば、月々10千円でも 5千円で

も良かけんがということで、まずそのかわり現年度は完納してくださいよということで

やったんですよね。結局、現年度を滞納したら何にもならないわけですから。現年度は

100％納めて、滞納分については月々いくらかなっとん埋め合わせをして納めてください

というやり方をずっとやってきたわけですからね。色々と皆さんと協議をしてどういう

ことになるか、例えば税務課については年明けたら課税のほうに一生懸命なものですか

ら、やっぱり課税しない事には駄目ですから課税が第一ですから。 

○木下委員 

 58



 助役、今までこの滞納問題は、いろいろ私も一般質問でも何回かやってきました。あ

まり好かれる事ではなかっですけど、しかし、町民の声として反映をしないといけない

ということでやってきました。そこで、小山助役にはあまり部外者なので言いたくなか

った。しかし、あなたは税務課長の経験があるし、本当はもっともっと早くこういった

対策をしていただきたかったわけです。今やっと重い腰を持ち上げよると。前私も監査

委員として勉強をさせてもらってけれども、そういった時点から指摘をどんどんやった

と。どういった検証をされていますかと、年に 3回ぐらいやっているという答弁をもら

っていたわけですが、果たしてどんな勉強会をされているか知りませんが、本当はもっ

とこの大事な未収金対策というのは、強固に推進をしてもらいたかった、ぜひお願いし

ます。 

○田口委員 

 病院の事務長が見えとらんですけれども、昨日、行革の説明会の資料をもらいました

が、その前に病院医療損益計算書という、最終平成 30年までもらいましたが、中身が若

干変更になったものがあるものですから、一般会計の繰入の関係もありますので、13年

度以降 16 年まで公営企業についての財政移譲額というのはどのようになっとっですか

と大串課長に聞いたんですけど、4年間で 212,000 千円ばかりなっていて 60,000 千円平

均ぐらいですね。それに対して、実際に他会計繰出金に記してあるのは、16 年 15 年、

結構大きくて 48,657 千円と、事業 6会計で出ている金額の倍以上出ているわけですね。

そういう中で繰越決算金が 7,140 何万という報告があっていましたが、昨日の場合も牟

田君あたりから質問があってですね、減価償却の話があってましたが。そうすると、18

年度以降ですよ、医業収益が 2億 6千万ばかり増えとるわけですね。これが計画どおり

いかんぎ、全体が結構狂ってくるのではないかと思うものですから、これは説明してあ

っけんですよ。これに対する修正案をぜひ後でほしいということと、そこらの中身とい

うか 8 億 6,600 万の中で入院収益、4 億 3,300 万となっていますが、かなりボリューム

が太かわけですね。計画が狂うとなれば大変なことになりますので、ここらの変更にな

っている基礎数字というのを是非欲しかと。 

○助役（木下慶猛君） 

 病院建設の前の段階で作っていますから確定してからじゃなくてですか。予想のとき

でいいわけですか。 

○田口委員 

 これが出来ているなら出来ているわけでしょう。まだここまで出来ているだけですか。

これは21年まで。 

○助役（木下慶猛君） 

 ですから 23年からで黒字になるように作っているわけですけどね。これはあくまでも

予測ですから、いま病院建設でいくらと予想であげているわけですよね。これが確定し
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たときでまた作り直さないといけないのですが今の段階でいいのですか。まだ予算です

よね 17年度の段階は。 

○田口委員 

 中身あたりは本当は欲しいのですが。事業収益がですよ。 

○助役（木下慶猛君） 

 そこら辺は予想ですからそれはいいわけですが、今度は決まった減価償却とかいろい

ろあるわけでしょう、そこら辺はまた実際のあれによっても状況でも違ってくるし。（発

言する者あり」それが変わってくるわけですね。それは伝えておきます。 

○恵崎委員 

 関連で。今病院が出たけんが、今事務長がおらんけんが答弁は出来んと思いますが、

16 年度の予算で開発費ということで 90 何万、病院経営診断ですか、組んでありました

が、それの結果はまだ出とらんとですか。西村係長わからんやろ。 

○財政課財政係長（西村正史君） 

 経営診断については平成 12年で実施しています。それで、この結果を持って病院の事

務長から説明があっていたように、各種改善委員会の、設置、改善を図ったと。それか

ら、大型投与で委員会にもかけたり、それなりの改善をずっとしてきたと。そういうの

をすべて経営診断の結果を踏まえてしたところです。接遇の研修についても、診断途中、

平成 12年度途中で、これではいけないということで早速この12年度から始めたという

経緯があります。 

○恵崎委員 

 そしたら私の聞き間違いかな。開発費の90何万円組んであった、そのそれを受けて待

遇改善とかなんとかの研修に使ったということかな。16年度の決算の時。16年度に経営

診断を実施したと私は聞いたとばってんが。 

○財政課財政係長（西村正史君） 

 経営診断に使った経費を公営企業の決算上で 5年間で償却できるというような決まり

があります。だから、12年で使った経費を 5年間で約 100 万弱ずつ経費として落として

いくという事になっています。 

○岩島委員 

 病院の事務長が来ていないからあればってんが、こないだ病院の決算のときにこれが

できていたのかどうかということですよ、私が聞きたいのは。これ、31日に出来ていた

のであれば、わざわざ決算して行革の話も出とっとに、この資料は私たちにはやらない

で、昨日たまたま説明会に行ったらポンと出てこの説明があったわけですね。それは説

明があっても良かとですが、出来ていたならやっぱり議員の他の議員も私たち以外の人

もいるわけですから、こういうふうなやつはですね、この前、一般の行革関係の説明が

ありましたね。その時これは出来ていたのかどうなのか。出来ていたならばなんでその
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時にしなかったのか、それを説明してください。 

○総務課長（佐藤慎一君） 

 その資料については昨日来られたらお分かりのとおり、役場本体の分はすでに示して

いましたが、病院の行革プランについては、抜粋ということで住民説明会用にチラシ的

なものを作りなさいという指示をしたのが四、五日前ということです。 

病院本体の改革プランについては、11月 8日の第 3回の調査委員会に初めて出した資

料ですから、それから条件付で抜粋して出しています。ですから、昨日の時点で初めて

間に合った資料です。住民説明会用に特別に作ったチラシです。 

○岩島委員 

 こういうのはやはり私たち議員も全然知らなかったでするよりも、ばたばたして作っ

たということはわかりますが、7 日の日に我々の決算委員会があったわけでしょう。そ

ういうときでも、決算の委員がこれだけ 10名いるわけですから出しても良かったんじゃ

ないかと思います。何でやと思うわけですよ、何でんこんなふうかと思いますけれども。

それはやはり 8日しか出来なかったというのであれば仕方ないなと思いますがね。 

○総務課長（佐藤慎一君） 

 8 日の第 2 回の調査委員会に、病院の行革プランとして初めて調査委員会のほうに諮

問しているわけです。（「あ、そう」と呼ぶ者あり）はい。そして、十、十一に住民説明

会をやるから説明会の資料としてはあまりにも分厚いのでダイジェスト版的に住民に本

当に知らせたいところを要点書きにして説明会資料として作ってくれということでお願

いしています。 

○岩島委員 

 この問題について我々全部の議員に対して説明会を開きますか開きませんか。 

○助役（木下慶猛君） 

 要請があれば当然開きます。 

○岩島委員 

 要請ではなくて考え方を聞きおっとですよ。要請ということは私も全員そろわないと

いかんけんが。私の考え方じゃなくてあなたの考え方を。 

○助役（木下慶猛君） 

 28 日に臨時議会をお願いしていますので、その後に説明させます。 

○総務課長（佐藤慎一君） 

 作業的には今月 21日が第 4回ということで最終答申という事になります。そして、今

日が大浦地区の住民説明会と、そういうものをふまえて、町内はまず役場の本部会議を

開いて意見の集約をしたいと。そして、議会で報告する前に議会との勉強会が出来たら

なと思っています。ただ、日程についてはまだ今助役が言われたとおり、そういうふう

な形で日程を設定をしていただければ。 
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○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 あと一人、あと 1問。限定いたします。 

○竹下委員 

 実績の 57ページ、社会教育費のところですが、今、ずっと婦人会が各支部ずっと減少

していますが、今いくら支部が残って、その傾向について対策とは中々立てにくいでし

ょうがどう動いておられるのか。それから新生活運動育成補助金ですが、これはずっと

私たち入ってた頃からあっていたんですが、どういうことをされているのか。マンネリ

かなぁと思っていますが、100 千円でどれだけ、チラシだけ作ってお終わりだったのか

どうかお尋ねします。 

○公民館長（寺田恵子君） 

 先程の婦人会支部が何支部あるかということについてよく把握していないのですが、

多良のほうが 13支部ぐらいだったと思います。それから大浦のほうが20何支部だった

か覚えていないのですが、会員数にしてはかなりの減少があっています。16年度の会員

数では多良のほうが432 名、大浦のほうが 583 名ということで 15年度からするとかなり

50名ずつぐらいずつ減っているようです。 

○岩島委員 

 大浦は何支部ですか。 

○公民館長（寺田恵子君） 

 支部数は把握していませんが、20 くらい。（「集落数は全部で 20 ですよ、大浦は」と

呼ぶ者あり）20 ありません、はっきり覚えていません。多良の方は 13 支部ぐらいだっ

たと思います。 

 今、婦人会の会員数が減ってきていますのは、若い婦人さんの連帯感の希薄化とか、

いろんな役をしなくてはならないというような婦人会の役割などをしたくないというよ

うなことで、組織を維持していくのが大変難しくなってきている。維持活動はされてい

るということですので、私たちとしてそれを継続はしていただきたい、婦人会の力とい

うのは地域においては大変強いものがあると思います。いろんな活躍をしていただいて

いますので、組織としては続けていただきたいと思いますが、なかなかそれが会長にな

る人がいないとか、若い人が離れていますので、高齢化をしているというようなことも

ありますので、私たちのほうもなんとか継続をしていかれませんかというようなことは

常日頃言ってはいます。大浦と多良のほうではまた活動が違ってですね、大浦のほうが

活発にされています。多良のほうも大変協力をしてもらっているのは事実です。 

新生活運動についてはチラシ印刷だけかという質問でしたが、看板を作成をして、う

ちのほうで保存をして、借りられる人に貸し出しをしています。それから、地域のほう

にも看板をして新生活の推進をしてもらっていますが、確かに今委員が言われるように

組織としてマンネリ化というのもありますが、うちのほうで推進協議会の総会をしまし
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た折に、会長いらっしゃいますけど、問いかけをしまして協議会のことの見直しを図り

たいということもしております。それから、アンケートもしてますけれど、なかなかア

ンケートの回収率が悪いという事で、関心が薄れているのかなというのもあります。協

議会自体推進しても出来ていないのではないかというように町民の人達の関心がないの

かなという思いを抱いています。今後、総会、推進協議会に中において、アンケートを

入れて協議をしていきたいというふうに考えています、組織のあり方についてですね。 

以上です。 

○竹下委員 

 新生活運動の内容的にといってもどうせ香典返しの廃止とか色々でしょうけれども、

まあ想像ですけど、せっかく続けるなら守れるものをしてください。守れないものを毎

年同じものとをしても、果たして、あったほうが良いのかなという疑問も私は抱いてい

ます。 

○公民館長（寺田恵子君） 

 婦人会の支部数ですが、多良のほうが 13支部、大浦が 11支部です。 

○助役（木下慶猛君） 

 行政改革委員会が21日に最後で答申受けるわけですね、それを受けて、議会のほうに

も報告するわけですが、先程岩島委員からは病院だけと言われましたが、そこら辺は議

会から 3人選出されていますので、相談してしたいと思いますが、議長を含めてですね、

もし、病院だけという事だったら28日に臨時議会があるから良いわけですが。3人に相

談させてもらえんですか。 

○岩島委員 

 本当言えば、行革委員会に掛ける前に、一般の我々議員にはこの前も出してあるわけ

ですね、そして意見も聞いてあるわけです。しかし、今度は日にちもなかけん、21日だ

からと言われればないわけでしょ。だから行革委員会で私たちの意見というのは、実は

夕べどうだこうだ言われて、ああいうところで私たちが質問するあれじゃないわけです

よね。私たちもこの中身については質問したかこともあるわけですよ。だからそういう

機会が欲しいなあと思っているわけですが、行革委員会が 21日決定していれば、それ前

に出来るのか出来ないのかですが、その前に他の議員がいや良かよせんばいかんとなれ

ばしてもらわないといけんですけど、私はその前にしてもらいたかったなというのがあ

ります、一般に公開される前にですね。まあしてからでもかまいはしませんが、中身に

ついて質問がないですかと言われて、私はあそこでどうじゃこうじゃという質問する昨

日の立場じゃないものですから。この病院の問題には質問したい事があるわけですよ。

これは大きな問題ですからね、出来ないなら出来なくていいですよ私は。あいどん、そ

の辺もピシッとしてください。 

○助役（木下慶猛君） 
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 どうせですね、21日に最終答申を受けるわけですから、それは当然報告するわけです

からね。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 これをもちまして質疑を終了します。 

討論の方ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

討論なしと認めます。よってこれより議案第61号から議案第 66号までの6議案を一

括して採決します。 

 

 議案第 61号 平成 16年度太良町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 62号 平成 16年度太良町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 63号 平成 16年度太良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 64号 平成 16年度太良町山林特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 65号 平成 16年度太良町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 66号 平成 16年度太良町漁業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 以上 6議案は、原案どおり認定すべきことに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、平成 16年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算については、原案どおり認定

すべきものと決定しました。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 これをもちまして、本委員会に付託されました決算認定案件の審査を終了します。 

 お諮りします。 

委員長報告のまとめにつきましては、委員長に一任されたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、委員長報告のまとめについては、委員長に一任されました。 

○決算審査特別委員長（末次利男君） 

 これをもって、企業会計、一般会計等決算審査特別委員会を閉会いたしますが、閉じ

るにあたりまして一言お礼を申しあげます。 
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 各委員におかれましては、31日、7日、10日と 3日間にわたりまして、終始慎重にご

審議いただきましてまことにありがとうございました。最後になりますが、議長と町長

にご挨拶をお願いします。 

 

《 議長あいさつ 》 

 

《 町長あいさつ 》 

 

午後 4時 13 分 閉会 


